
高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定の一部を変更する協定 

 

 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と中日本高速道路株式会社は、高速道

路株式会社法（平成１６年法律第９９号）第６条第１項及び独立行政法人日本高速道路

保有・債務返済機構法（平成１６年法律第１００号）第１３条第１項の規定に基づき、

平成１８年３月３１日付けで締結した「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関

する協定」の一部を次のように変更する協定を締結する。 

 

 

第４条第１項中「新設又は改築に係る工事」の次に「 (特定更新等工事を除く。)」

を加え、同条第２項中「修繕に係る工事（」の次に「特定更新等工事を除き、」を加

え、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項中「修繕に係る工事」の次に「又は第

３項に規定する特定更新等工事」を、「修繕工事計画書」の次に「又は特定更新等工

事計画書」を、「修繕工事報告書」の次に「又は特定更新等工事報告書」を加え、同

項を同条第５項とし、同条第３項中「前項」を「第２項」に、「第１３条」を「第１

４条」に改め、「修繕に係る工事」の次に「又は第３項に規定する特定更新等工事」

を、「修繕工事計画書」の次に「又は特定更新等工事計画書」を加え、同項を同条第

４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 会社が行う高速道路の管理のうち、本協定の対象となる高速道路に係る道路資

産の貸付期間の満了の日においてもその構造が通常有すべき安全性を有していること

となると見込まれるものとして定めた特定更新等工事の内容は、別紙特１のとおりと

する。 

 

第５条第１項中「新設又は改築に係る工事」の次に「（特定更新等工事を除く。）」

を加え、同条第２項中「修繕に係る工事」の次に「（特定更新等工事を除く。）」を

加え、同項の次に次の１項を加える。 

３ 特定更新等工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受ける

こととなるものの限度額は、別紙特２のとおりとする。 

 

第１１条中「平成６２年８月２７日」を「平成７２年６月２２日」に改める。 

 

第１４条第１項中「第３項」を「第４項」に、「第７号」を「第８号」に、同条第

３項中「第３項」を「第４項」に改め、「修繕工事計画書」の次に「又は特定更新等

工事計画書」を加える。 



別紙１－２から別紙１－１０、別紙１－１３から別紙１－１５、別紙１－１７、別紙

１－１９から別紙１－２２、別紙１－２４、別紙１－２６、別紙１－２８から別紙１－

３０、別紙１－３２から別紙１－３４、別紙１－３６、別紙１－４０、別紙１－４３、

別紙１－５０から別紙１－５３、別紙１－５５、別紙１－５６、別紙１－５８、別紙１

－６０、別紙１－６１、別紙１－７１、別紙１－７８から別紙１－９２を次のとおり改

める。 



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－２

（神奈川県海老名市門沢橋から神奈川県厚木市下津古久まで）に関する

第二東海自動車道横浜名古屋線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県海老名市門沢橋 から

神奈川県厚木市下津古久 まで

（ロ）　延　　　　長 １．５ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

神奈川県海老名市
門沢橋

神奈川県厚木市
下津古久

１２０ １．５



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

－

－

往復分離する区間

－

－

－

左　側

構造による区分

神奈川県厚木市
下津古久

－

－
トンネル部分

－

１．７５×２

－

工事施工

往復分離しない区間

計

車線

計

６

摘 要

－

橋梁高架部分

（中小橋）

４ 車線

土工（掘割）部分

別　　紙　　１

右　側

－

－

－

橋梁高架部分

（長大橋）

左　側

設　計　区　間

神奈川県海老名市
門沢橋

用地買収 　摘　要

－

－

－－－３．５０



（ト）　付加車線の標準幅員 ― メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

　－ メートル （土工部）

２．２５ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

海老名南ジャンクション

海老名南ジャンクション

厚木南インターチェンジ（仮称）

（４）　工事予算

１２１，１７３ 百万円（消費税込み）

路線名

一般国道４６８号

（首都圏中央連絡自動車道）

第一東海自動車道

一般国道１２９号

他の道路の 接続の位置 接続の方法

別　　紙　　１

門沢橋

備　　　考

立体接続

下津古久

立体接続

神奈川県海老名市 立体接続

門沢橋

神奈川県厚木市

神奈川県海老名市



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１０４，６６７ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １０２，７２０ 百万円）（消費税込み）

１７

３１

別　　紙　　１

１０

２９

４

３



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３

（神奈川県厚木市下津古久から神奈川県伊勢原市上粕屋まで）に関する

第二東海自動車道横浜名古屋線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県厚木市下津古久 から

神奈川県伊勢原市上粕屋 まで

（ロ）　延　　　　長 ６．７ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

神奈川県厚木市
下津古久

神奈川県伊勢原市
上粕屋

１２０ ６．７

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

別　　紙　　１



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

－３．５０

－

－

－－

設　計　区　間

神奈川県厚木市
下津古久

用地買収 　摘　要

別　　紙　　１

右　側

－

－

－

橋梁高架部分

（長大橋）

左　側

６

摘 要

－

橋梁高架部分

（中小橋）

４ 車線

土工（掘割）部分

工事施工

往復分離しない区間

計

車線

計

構造による区分

神奈川県伊勢原市
上粕屋

－

－
トンネル部分

－

１．７５×２

－

－

－

往復分離する区間

－

－

－

左　側



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

　－ メートル （土工部）

２．２５ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

厚木南インターチェンジ（仮称）

伊勢原ジャンクション（仮称）

伊勢原北インターチェンジ（仮称）

（４）　工事予算

２７４，６７５ 百万円（消費税込み）

立体接続

上粕屋

立体接続

神奈川県伊勢原市 立体接続

東富岡

神奈川県伊勢原市

神奈川県厚木市

下津古久

備　　　考

別　　紙　　１

接続の位置 接続の方法他の道路の

路線名

一般国道１２９号

第一東海自動車道

（厚木秦野道路）

一般国道２４６号



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２８６，６５８ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２８１，０６６ 百万円）（消費税込み）

１７

３１

別　　紙　　１

１０

３１

４

３



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－４

（神奈川県伊勢原市上粕屋から神奈川県秦野市柳川まで）に関する

第二東海自動車道横浜名古屋線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県伊勢原市上粕屋 から

神奈川県秦野市柳川 まで

（ロ）　延　　　　長 １２．８ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで
神奈川県秦野市柳川

１２０ １２．８

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

別　　紙　　１

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

神奈川県伊勢原市上粕屋



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

１．７５--

２．５０

３．７５

３．００１．２５

１．００

２．５０

設　計　区　間

神奈川県伊勢原市上粕屋

用地買収 　摘　要

別　　紙　　１

橋梁高架部分

（長大橋）

左　側

土工（掘割）部分

構造による区分

神奈川県秦野市柳川

左　側

-

右　側

１．２５

１．００

１．２５

工事施工

往復分離しない区間

-

計

車線

計

往復分離する区間

６

摘 要

４ 車線

３．７５

２．００

-

-
トンネル部分

-

-

橋梁高架部分

（中小橋）



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

- メートル （土工部）

- メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

伊勢原北インターチェンジ（仮称）

秦野インターチェンジ（仮称）

（４）　工事予算

３３７，２８４ 百万円（消費税込み）

立体接続

神奈川県秦野市菖蒲 立体接続

神奈川県伊勢原市上粕屋

備　　　考接続の方法

別　　紙　　１

接続の位置他の道路の

路線名

一般国道２４６号

（厚木秦野道路）

一般国道２４６号



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

３８４，９６１ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ３８０，２４３ 百万円）（消費税込み）

１２

３１

別　　紙　　１

１２

３３

1

３



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－５

（神奈川県秦野市柳川から静岡県御殿場市駒門まで）に関する

第二東海自動車道横浜名古屋線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県秦野市柳川 から

静岡県御殿場市駒門 まで

（ロ）　延　　　　長 ３２．３ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

神奈川県秦野市柳川

静岡県御殿場市駒門

１２０ ３２．３



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

トンネル部分

往復分離しない区間

土工（掘割）部分
２．５０×２

構造による区分

１．００

３．００

別　　紙　　１

計

車線

計

往復分離する区間

左　側

４

１．２５

橋梁高架部分

（長大橋）

橋梁高架部分

（中小橋） ２．５０２．５０×２

１．７５×２ ３．５０

５．００

工事施工 　摘　要

車線 ６

静岡県御殿場市駒門

３．７５

設　計　区　間

神奈川県秦野市柳川

用地買収

右　側

１．２５

左　側

５．００

摘 要

２．５０

１．７５ １．２５

３．７５

２．００１．００



（ト）　付加車線の標準幅員 メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

御殿場インターチェンジ（仮称）

御殿場ジャンクション

（４）　工事予算

５１３，９３２ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

接続の方法

１８ ４

備　　　考

１９

静岡県御殿場市駒門

立体接続

接続の位置

静岡県御殿場市柴怒田

立体接続第一東海自動車道

別　　紙　　１

他の道路の

路線名

一般国道１３８号

及び県道仁杉柴怒田線

３３ ３ ３１



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

５９１，１５５ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ５７７，３７４ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－６

（静岡県御殿場市駒門から静岡県駿東郡長泉町大字元長窪まで）に関する

第二東海自動車道横浜名古屋線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 静岡県御殿場市駒門 から

静岡県駿東郡長泉町大字元長窪 まで

（ロ）　延　　　　長 １３．２ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

別　　紙　　１

設　計　区　間
設計速度

１３．２

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

静岡県御殿場市駒門

摘　　要

静岡県駿東郡長泉町大字元長窪

１２０



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３.５０　メートル　及び　３.７５　メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

２．００

－

－
トンネル部分

（中小橋）

－

設　計　区　間

静岡県御殿場市駒門

往復分離しない区間

－

橋梁高架部分

左　側

－

１．００

３．００

左　側 計

－

４．７５

工事施工

４ 車線

右　側

１．７５

１．００

－

橋梁高架部分

（長大橋）

計

土工（掘割）部分

６

用地買収

－

　摘　要

車線

静岡県駿東郡長泉町大字元長窪

－

摘 要

別　　紙　　１

構造による区分 往復分離する区間

４．２５１．２５－ ３．００－



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

御殿場ジャンクション

長泉沼津インターチェンジ

（４）　工事予算

２１７，４８７ 百万円（消費税込み）

長泉町大字元長窪

静岡県御殿場市

及び県道大岡元長窪線

他の道路の

路線名

第一東海自動車道

立体接続一般国道１号（伊豆縦貫自動車道）

接続の方法 備　　　考

立体接続

接続の位置

駒門

別　　紙　　１

静岡県駿東郡



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１３７，７６７ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １３７，７６７ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

１０

２４

１

４

３

２０

２８

１４

３０



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－７

（静岡県駿東郡長泉町大字元長窪から静岡県浜松市北区引佐町東黒田まで）に関する

第二東海自動車道横浜名古屋線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 静岡県駿東郡長泉町大字元長窪 から

静岡県浜松市北区引佐町東黒田 まで

（ロ）　延　　　　長 １３１．５ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 1 種 第 1 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

静岡県駿東郡
長泉町大字元長窪

静岡県浜松市
北区引佐町東黒田

１２０ １３１．５



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル および ３．７５ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

往復分離しない区間

計

車線

計

往復分離する区間

左　側 右　側

静岡県駿東郡
長泉町大字元長窪

構造による区分

静岡県浜松市
北区引佐町東黒田

－

橋梁高架部分

（中小橋）

４ 車線 ６

摘 要

別　　紙　　１

（長大橋）

左　側

－

－

３．００ １．７５
土工（掘割）部分

４．７５

２．００

４．７５

３．００

１．００

１．７５－

トンネル部分
１．００

用地買収 　摘　要工事施工設　計　区　間

－

－

４．２５１．２５３．００－

橋梁高架部分

－



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

長泉沼津インターチェンジ

新富士インターチェンジ

新清水インターチェンジ

新清水ジャンクション

清水いはらインターチェンジ

清水ジャンクション

新静岡インターチェンジ

他の道路の

路線名

第一東海自動車道

一般国道１号（伊豆縦貫自動車道）

一般国道１３９号（西富士道路）

一般国道５２号

及び県道一色久沢線

接続の位置 接続の方法

立体接続

立体接続

静岡県静岡市 立体接続

別　　紙　　１

備　　　考

厚原

立体接続県道井川湖御幸線

静岡県駿東郡 立体接続

及び県道大岡元長窪線 長泉町大字元長窪

静岡県富士市

静岡県静岡市 立体接続

清水区宍原

中部横断自動車道

清水区吉原

静岡県静岡市 立体接続県道清水富士宮線

清水区杉山

葵区下

静岡県静岡市

清水区草ヶ谷

静岡県静岡市

及び県道山脇大谷線



藤枝岡部インターチェンジ

島田金谷インターチェンジ

森掛川インターチェンジ

浜松浜北インターチェンジ

浜松いなさジャンクション

浜松いなさインターチェンジ

三ヶ日ジャンクション

（４）　工事予算

２，２９４，７４９ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業完成）

５

２４

１２

４

一般国道４７３号 静岡県島田市

横岡新田

静岡県藤枝市 立体接続

及び県道静岡朝比奈藤枝線

立体接続

森町睦実

静岡県浜松市 立体接続

別　　紙　　１

一般国道１号

立体接続

岡部町入野

県道掛川天竜線 静岡県周智郡

一般国道１５２号

第一東海自動車道

北区引佐町東黒田

（三遠南信自動車道） 北区引佐町東黒田

静岡県浜松市

北区三ヶ日町福長

静岡県浜松市

一般国道４７４号 静岡県浜松市

一般国道２５７号

浜北区中瀬

立体接続

２８ ３ ３０

４

１４

立体接続

立体接続



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

９６９，３２２ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ９６９，３２２ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－８

　（静岡県浜松市北区引佐町東黒田から愛知県豊田市岩倉町まで）に関する

第二東海自動車道横浜名古屋線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 静岡県浜松市北区引佐町東黒田 から

愛知県豊田市岩倉町 まで

（ロ）　延　　　　長 ５５．２ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

５５．２

設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

愛知県豊田市岩倉町

１２０

別　　紙　　１

静岡県浜松市北区引佐町東黒田

摘　　要
延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０メートル　

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

３．２５×２

―

２．５０ １．２５

１．００ ２．００

３．７５６．５０

用地買収 　摘　要工事施工設　計　区　間

別　　紙　　１

左　側

静岡県浜松市北区引佐町東黒田

１．００

愛知県豊田市岩倉町

４ 車線

計

車線６

摘 要
往復分離する区間

右　側

往復分離しない区間構造による区分

左　側

土工（掘割）部分

計

―
トンネル部分

３．２５×２

２．５０×２ ５．００

橋梁高架部分

（中小橋） ６．５０

３．００１．２５

２．５０

橋梁高架部分

（長大橋）

１．２５ ３．７５

１．７５



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００メートル(土工部）

３．００メートル(橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

浜松いなさジャンクション

新城インターチェンジ

岡崎東インターチェンジ

豊田東ジャンクション

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

立体接続

一般国道４７３号

愛知県豊田市岩倉町
(東海環状自動車道)

立体接続

６１８，９６２

一般国道４７５号

愛知県岡崎市樫山町

備　　　考接続の方法接続の位置

別　　紙　　１

他の道路の

愛知県新城市八束穂
立体接続一般国道１５１号

路線名

一般国道４７４号

（三遠南信自動車道）

静岡県浜松市北区引佐町
東黒田

立体接続



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

３ ３０

別　　紙　　１

５

２８

１２

３ ３１

４

６４１，４３６

６１１，６５３

３０



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－９

（静岡県静岡市清水区吉原から山梨県南巨摩郡南部町福士まで）に関する

中部横断自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中部横断自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 静岡県静岡市清水区吉原 から

山梨県南巨摩郡南部町福士 まで

（ロ）　延　　　　長 ２０．７ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

設計速度

山梨県南巨摩郡
南部町福士

８０ ２０．７

静岡県静岡市
清水区吉原

摘　　要設　計　区　間

別　　紙　　１



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

１．７５×２

１．２５×２

－

－２．５０

往復分離しない区間

左　側

設　計　区　間 用地買収 　摘　要工事施工

土工（掘割）部分

－

－

－

－

－

－

－

－２．５０

３．５０

橋梁高架部分

（中小橋）

２ 車線 ４

摘 要
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計

車線

計

往復分離する区間

左　側 右　側

静岡県静岡市
清水区吉原

構造による区分

山梨県南巨摩郡
南部町福士

トンネル部分

橋梁高架部分

（長大橋） －－

１．７５×２

１．２５×２

３．５０



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員 － メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

新清水ジャンクション

富沢インターチェンジ（仮称）

本線（新直轄）

（４）　工事予算

１５７，７５１ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

１１

３０

１

３

南部町福士

山梨県南巨摩郡

静岡県静岡市

接続の方法

８

３１

南部町福士

平面接続

山梨県南巨摩郡 立体接続

接続の位置

一般国道５２号

別　　紙　　１

備　　　考

清水区吉原

立体接続

中部横断自動車道

他の道路の

路線名

第二東海自動車道

横浜名古屋線



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１７６，７０６ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １７１，５７５ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０

（山梨県西八代郡市川三郷町宮原から山梨県南巨摩郡富士川町大椚まで）に関する

中部横断自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中部横断自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 山梨県西八代郡市川三郷町宮原 から

山梨県南巨摩郡富士川町大椚 まで

（ロ）　延　　　　長 ９．３ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

山梨県南巨摩郡
富士川町大椚

別　　紙　　１

山梨県西八代郡
市川三郷町宮原

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

８０ ９．３



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

－１．７５×２

往復分離しない区間

左　側

１．２５×２

－

計

車線

計

往復分離する区間

２ 車線 ４

摘 要

別　　紙　　１

工事施工

右　側

構造による区分

左　側

－

３．５０

１．２５×２

山梨県南巨摩郡
富士川町大椚

設　計　区　間

山梨県西八代郡
市川三郷町宮原

用地買収

－

２．５０

　摘　要

－ －

－

－

－

（長大橋） －－

土工（掘割）部分
３．５０

橋梁高架部分

（中小橋）

トンネル部分
－２．５０

１．７５×２

橋梁高架部分



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員 - メートル

- メートル

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

本線（新直轄）

六郷インターチェンジ（仮称）

増穂インターチェンジ

（４）　工事予算

６６，９７７ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

中部横断自動車道 平面接続

富士川町青柳町

立体接続

山梨県西八代郡県道市川三郷身延線

路線名

接続の位置他の道路の 接続の方法

立体接続

備　　　考

市川三郷町宮原

山梨県南巨摩郡

山梨県西八代郡

市川三郷町宮原

一般国道５２号

別　　紙　　１

１１

２９

１

３

８

３１



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

７４，１８４ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ７２，３１４ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１３

（三重県四日市市伊坂町から三重県四日市市北山町まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線　

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 三重県四日市市伊坂町 から

三重県四日市市北山町 まで

（ロ）　延　　　　長 ４．４ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

三重県四日市市伊坂町

三重県四日市市北山町

１００ ４．４

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

別　　紙　　１



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

―

―

―

―

――

――

設　計　区　間

三重県四日市市伊坂町

用地買収 　摘　要

別　　紙　　１

左　側

土工（掘割）部分

右　側

―

―

―

５．００

４ 車線 ６

摘 要

工事施工

往復分離しない区間

計

車線

計

往復分離する区間

左　側

構造による区分

三重県四日市市北山町

―

―
トンネル部分

―

橋梁高架部分

（中小橋）

２．５０×２

―

橋梁高架部分

（長大橋） １．７５×２ ―３．５０



（ト）　付加車線の標準幅員 ― メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

四日市北ジャンクション（仮称）
（東海環状自動車道）

他の道路の 接続の位置

路線名

近畿自動車道　名古屋亀山線

５１，８０１

１ ８１１

２８

別　　紙　　１

３ ３１

一般国道４７５号
三重県四日市市北山町

接続の方法 備　　　考

立体接続 四日市ジャンクション

立体接続

三重県四日市市伊坂町



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）５５，５９６

５５，７０５

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１４

（三重県四日市市北山町から三重県三重郡菰野町大字潤田まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線　

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 三重県四日市市北山町 から

三重県三重郡菰野町大字潤田 まで

（ロ）　延　　　　長 ８．２ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

８．２

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

三重県四日市市北山町

三重県三重郡菰野町大字潤田

１２０

別　　紙　　１



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

１．７５×２ ―３．５０ ――

――

―

―

―

―

設　計　区　間

三重県四日市市北山町

用地買収 　摘　要

別　　紙　　１

橋梁高架部分

（長大橋）

左　側

土工（掘割）部分

右　側

―

―

―

５．００

橋梁高架部分

（中小橋）

４

工事施工

往復分離しない区間

計

車線

計

往復分離する区間

左　側

車線 ６

摘 要
構造による区分

三重県三重郡菰野町大字潤田

―

―
トンネル部分

―

２．５０×２

―



（ト）　付加車線の標準幅員 ― メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

菰野インターチェンジ（仮称）

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

立体接続三重県三重郡菰野町
大字潤田

８

３１

一般国道４７７号

９５，６２５

１１

３１

１

３

他の道路の

路線名

備　　　考接続の方法

別　　紙　　１

接続の位置



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

１０６，１４４

１０４，００４



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１５

（三重県三重郡菰野町大字潤田から三重県亀山市安坂山町まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 三重県三重郡菰野町大字潤田 から

三重県亀山市安坂山町 まで

（ロ）　延　　　　長 １５．２ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

なお、暫定施工時は、第１種第２級(道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要

１２０ １５．２

設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

三重県三重郡菰野町大字潤田

三重県亀山市安坂山町



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

５．００

３．００１．２５

左　側

土工（掘割）部分

２．５０×２

１．７５×２

橋梁高架部分

（長大橋）

計

車線

計

往復分離する区間

左　側 右　側

車線 ６

摘 要
往復分離しない区間

５．００

橋梁高架部分

（中小橋）

４

－

１．００

－ －

－
トンネル部分

用地買収 　摘　要設　計　区　間

三重県三重郡菰野町大字潤田

三重県亀山市安坂山町

別　　紙　　１

工事施工

構造による区分

２．５０×２

－

２．５０ １．２５

１．００ ２．００

３．７５

１．７５３．５０



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

　－

（４）　工事予算

１８０，４０２ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

別　　紙　　１

備　　　考接続の方法

路線名

－

他の道路の 接続の位置

－－

１９

３１

１８

３１

４

３



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１９９，７１８ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １９６，２８９ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１７

　（三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島から三重県度会郡大紀町崎まで）に関する

近畿自動車道尾鷲多気線　

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　尾鷲多気線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 から

三重県度会郡大紀町崎 まで

（ロ）　延　　　　長 １０．３ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）
摘　　要

三重県北牟婁郡紀北町
紀伊長島区東長島

三重県度会郡大紀町崎

８０ １０．３



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

往復分離する区間構造による区分

三重県度会郡大紀町崎

摘 要

別　　紙　　１

橋梁高架部分

（中小橋）

２ 車線 ４

右　側

―２．５０
トンネル部分

１．７５×２

土工（掘割）部分

工事施工

往復分離しない区間

計

車線

計 左　側左　側

設　計　区　間

三重県北牟婁郡紀北町
紀伊長島区東長島

用地買収 　摘　要

１．７５×２

１．２５×２

―

―

――

―

３．５０

―

橋梁高架部分

（長大橋）

― ―３．５０

――２．５０１．２５×２ ―



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

― メートル

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

本線（新直轄）

紀伊長島インターチェンジ

三重県度会郡大紀町崎 紀勢大内山インターチェンジ

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

他の道路の

路線名

近畿自動車道

尾鷲多気線

一般国道４２２号

別　　紙　　１

接続の方法

平面接続

立体接続

接続の位置

三重県北牟婁郡紀北町紀
伊長島区東長島

三重県北牟婁郡紀北町紀
伊長島区東長島

備　　　考

県道紀勢インター線 立体接続

４２，１９１



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

１１

２５

１

３

４６，２２５

４６，２２５

２８ ３ ３０

８

２４

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１９

　（福井県小浜市府中から福井県敦賀市高野まで）に関する

近畿自動車道敦賀線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　敦賀線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 福井県小浜市府中 から

福井県敦賀市高野 まで

（ロ）　延　　　　長 ３９．０ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

福井県小浜市府中

福井県敦賀市高野

８０ ３９．０



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

※　土工部については、左側路肩を二次除雪作業に必要な作業幅員２．５０ｍを確保する。

１．７５×２

福井県敦賀市高野

３．５０

２．５０
トンネル部分

往復分離しない区間

３．５０

橋梁高架部分

別　　紙　　１

　摘　要工事施工

車線

計

往復分離する区間

左　側 計

構造による区分

右　側

―

―

橋梁高架部分

（長大橋）

左　側

土工（掘割）部分
１．７５×２

１．２５×２

２ 車線 ４

――

設　計　区　間

福井県小浜市府中

用地買収

（中小橋）

摘 要

― ―

―

―

――

３．５０

―

―

１．７５×２



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０メートル

（チ）　中央帯の標準幅員 ― メートル

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

若狭上中インターチェンジ

若狭三方インターチェンジ

若狭美浜インターチェンジ

敦賀ジャンクション

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業完成）

他の道路の

路線名

接続の位置

別　　紙　　１

備　　　考

一般国道２７号

立体接続

県道上中田烏線

接続の方法

立体接続

立体接続福井県三方上中郡若狭町
上黒田

福井県三方上中郡若狭町
気山

立体接続

福井県三方郡美浜町
山上

１ ８

１７３，８１１

２９ ３ ３０

一般国道２７号

福井県敦賀市高野

２６ ７ ２０

北陸自動車道

１１



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

１８０，４６０

１８０，４６０



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

中央自動車道富士吉田線（高井戸ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙１－２０



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　富士吉田線

（２）　工事の箇所

東京都杉並区上高井戸

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

都道環状放射５号線 東京都杉並区上高井戸

都道環状放射５号線

浅間橋ONランプ立体接続

立体接続 高井戸OFFランプ東京都杉並区上高井戸

他の道路の路線名 接続の方法

別　　紙　　１

備　　　　考接続の位置

立体接続主要地方道環状８号線 東京都杉並区上高井戸 中之橋ONランプ



（４）　工事予算

４２，５３１ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 昭和 ３７ 年 １０ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ３３ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

５４，２５７ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ５３，５９８ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－２１

（東京都八王子市元八王子一丁目から東京都八王子市元八王子二丁目まで）（改築）に関する

中央自動車道富士吉田線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　富士吉田線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 東京都八王子市元八王子一丁目 から

東京都八王子市元八王子二丁目 まで

（ロ）　延　　　　長 １．０ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

東京都八王子市
元八王子一丁目

東京都八王子市
元八王子二丁目

８０ １．０



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

構造による区分

２．５０×２

－ －

－

－

－

トンネル部分

２．５０×２

－

２．５０×２

左　側

土工（掘割）部分

摘 要

別　　紙　　１

４
東京都八王子市
元八王子二丁目

右　側

－

－

－

橋梁高架部分

５．００

橋梁高架部分

（中小橋）

計計 左　側

付加車線事業

設　計　区　間

東京都八王子市
元八王子一丁目

用地買収

車線

　摘　要

車線 ４

５．００ －－

工事施工

往復分離しない区間 往復分離する区間

－５．００（長大橋） －－



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．３０ メートル （土工部）

４．３０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

２，１０５ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２，５３８ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２，５３８ 百万円）（消費税込み）

２７ ３ ３０

－ －

別　　紙　　１

接続の方法接続の位置

路線名

他の道路の 備　　　考

－

２９

１４

１６

２４

６

３



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

中央自動車道富士吉田線（元八王子ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙１－２２



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　富士吉田線

（２）　工事の箇所

東京都八王子市元八王子町

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

（仮称）

都道山田宮ノ前線 東京都八王子市 立体接続

路線名

別　　紙　　１

元八王子インターチェンジ

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

元八王子町



（４）　工事予算

５６ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手予定年月日 平成 ２８ 年 ４ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ３３ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

７９ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ７９ 百万円）（消費税込み）

当該インターチェンジは、接続道路管理者が高速自動車国道法第１１条の２第１項の連結許可を受けていないた
め、今後の検討に必要な当面の設計費用のみを計上することとする。着手予定年月日は、さしあたり平成28年4
月1日とし、完成予定年月日は、現行整備計画区間が全て完成すると想定している時期とした。なお、連結許可
が出された時点で必要な協定変更を行う。

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

中央自動車道富士吉田線（八王子ＪＣＴ）（改築）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙１－２４



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　富士吉田線

（２）　工事の箇所

東京都八王子市裏高尾町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の路線名 接続の方法

裏高尾町

八王子ジャンクション東京都八王子市一般国道４６８号

（首都圏中央連絡自動車道）

別　　紙　　１

立体接続

備　　　　考接続の位置



（４）　工事予算

９，２１７ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２ 年 ４ 月 ３ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ２４ 年 ３ 月 ２５ 日 （供用開始）

平成 ２８ 年 ３ 月 ３０ 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

８，３９６ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ８，３９６ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

中央自動車道西宮線（諏訪ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙１－２６



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　西宮線

（２）　工事の箇所

長野県諏訪市中洲

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の路線名 接続の方法

中洲

諏訪インターチェンジ長野県諏訪市一般国道２０号

別　　紙　　１

立体接続

備　　　　考接続の位置



（４）　工事予算

１，０２８ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 昭和 ４１ 年 １０ 月 ２５ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ３３ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１，２１３ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １，１７０ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－２８

中央自動車道西宮線（養老ＪＣＴ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　　西宮線

（２）　工事の箇所

岐阜県養老郡養老町飯積

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

一般国道４７５号 岐阜県養老郡養老町飯積 立体接続

路線名

別　　紙　　１

養老ジャンクション

（東海環状自動車道）

接続の位置 備　　　　考他の道路の 接続の方法



（４）　工事予算

９，９８９ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の年月日

①工事の着手年月日 平成 １８ 年 ４ 月 １９ 日

②工事の完成年月日 平成 ２４ 年 ９ 月 １５ 日

平成 ２６ 年 ５ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１１，３７２ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １１，３７２ 百万円）（消費税込み）

 

別　　紙　　１

（残事業完成）

（供用開始）



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

中央自動車道西宮線（養老ＪＣＴ）（改築）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙１－２９



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　　西宮線

（２）　工事の箇所

岐阜県養老郡養老町飯積

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

別　　紙　　１

養老ジャンクション

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

（東海環状自動車道）

一般国道４７５号 岐阜県養老郡養老町飯積 立体接続

路線名



（４）　工事予算

２，２５７ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 １８ 年 ４ 月 １９ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ３３ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

４，１８４ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ４，１６９ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３０

中央自動車道長野線（松本ＪＣＴ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　長野線

（２）　工事の箇所

長野県松本市島立

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の 接続の位置 接続の方法

（中部縦貫自動車道）

一般国道１５８号 長野県松本市島立 立体接続

路線名

備　　　　考

別　　紙　　１

松本ジャンクション（仮称）



（４）　工事予算

３，３７４ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 １８ 年 ４ 月 １９ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ３３ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

４，６００ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）４，４９２

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３２

（神奈川県海老名市大谷から神奈川県海老名市今里まで）（改築）に関する

第一東海自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第一東海自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県海老名市大谷 から

神奈川県海老名市今里 まで

（ロ）　延　　　　長 ２．３ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

神奈川県海老名市
大谷

神奈川県海老名市
今里

１２０ ２．３

別　　紙　　１

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）



（ハ）　設計自動車荷重２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．６０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

－－

５．００ －－

神奈川県海老名市
大谷

用地買収 　摘　要

付加車線事業

設　計　区　間

右　側

－

－

－

橋梁高架部分

（長大橋）

左　側

－

－

－

－

－－

別　　紙　　１

工事施工

土工（掘割）部分
５．００

６ 車線 ６

摘 要
計

車線

計

往復分離する区間

左　側

構造による区分

神奈川県海老名市
今里

トンネル部分

２．５０×２

－

２．５０×２

－

－

往復分離しない区間

橋梁高架部分

（中小橋）



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１２，１８９ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１３，１７２ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １３，１７２ 百万円）（消費税込み）

－

９

３１

１４

３０

４

３

備　　　考接続の方法

別　　紙　　１

他の道路の

－ －

路線名

接続の位置



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３３

（神奈川県海老名市門沢橋から神奈川県海老名市社家まで）に関する

第一東海自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第一東海自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県海老名市門沢橋 から

神奈川県海老名市社家 まで

（ロ）　延　　　　長 １．５ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

神奈川県海老名市
門沢橋

神奈川県海老名市
社家

８０ １．５



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

－

－

往復分離する区間

－

－

－

左　側

構造による区分

神奈川県海老名市
社家

－

－
トンネル部分

－

１．７５×２

－

工事施工

往復分離しない区間

計

車線

計

４

摘 要

－

橋梁高架部分

（中小橋）

４ 車線

土工（掘割）部分

別　　紙　　１

右　側

－

－

－

橋梁高架部分

（長大橋）

左　側

設　計　区　間

神奈川県海老名市
門沢橋

用地買収 　摘　要

－

－

－－－３．５０



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

本線

海老名南ジャンクション

海老名ジャンクション

（４）　工事予算

４１，９９１ 百万円（消費税込み）

路線名

一般国道４６８号

（首都圏中央連絡自動車道）

第二東海自動車道

横浜名古屋線

第一東海自動車道

他の道路の 接続の位置 接続の方法

別　　紙　　１

門沢橋

備　　　考

平面接続

社家

立体接続

神奈川県海老名市 立体接続

門沢橋

神奈川県海老名市

神奈川県海老名市



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２９，６３３ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２９，６３３ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

１１

２７

１

３

２９ ３ ３０

８

８



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３４

（神奈川県海老名市社家から神奈川県海老名市中新田まで）に関する

第一東海自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第一東海自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県海老名市社家 から

神奈川県海老名市中新田 まで

（ロ）　延　　　　長 １．９ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 海老名市社家から海老名市中新田まで

第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

海老名市中新田から海老名市中新田まで

第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ロ）　設計速度

から

まで

から

まで

（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

別　　紙　　１

神奈川県海老名市
社家

４

神奈川県海老名市
社家

神奈川県海老名市
中新田

８０ １．２

用地買収

神奈川県海老名市
中新田

１００ ０．７
神奈川県海老名市

中新田

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

車線 ４

工事施工 　摘　要設　計　区　間

車線
神奈川県海老名市

中新田



（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（ト）　付加車線の標準幅員 －

（チ）　中央帯の標準幅員

海老名市社家から海老名市中新田まで

－ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

海老名市中新田から海老名市中新田まで

－ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

２．５０×２

－
トンネル部分

橋梁高架部分 １．７５×２ ３．５０

－－ －

－

－

－

－

－

－

計

別　　紙　　１

橋梁高架部分

（中小橋）

－

土工（掘割）部分

構造による区分 往復分離する区間

左　側
摘 要

右　側

－

往復分離しない区間

計左　側

－－

－

上段（第１種第３級）
　海老名市社家から
　海老名市中新田まで
下段（第１種第２級）
　海老名市中新田から
　海老名市中新田まで

－５．００（長大橋）

－

－



（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

海老名ジャンクション

海老名インターチェンジ

本線

（４）　工事予算

７８，５１１ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

４１，４３８ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ４１，４３８ 百万円）（消費税込み）

県道藤沢厚木線

社家

（首都圏中央連絡自動車道）

他の道路の

路線名

第一東海自動車道

一般国道４６８号

備　　　考接続の方法

別　　紙　　１

１１

２２

１

２

８

２７

２９ ３ ３０

中新田

平面接続

接続の位置

立体接続

中新田

神奈川県海老名市

神奈川県海老名市

神奈川県海老名市 立体接続



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３６

第一東海自動車道（日進ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第一東海自動車道

（２）　工事の箇所

愛知県日進市岩崎町

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法

日進インターチェンジ（仮称）
県道日進瀬戸道路

愛知県日進市岩崎町
（名古屋瀬戸道路）

立体接続

備　　　考

路線名



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 １２ 年 １ 月 １８ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ３１ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

１，８５１

２，２５９

２，２０１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－４０

　（岐阜県郡上市大和町島から岐阜県郡上市大和町万場まで）に関する

東海北陸自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

東海北陸自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 岐阜県郡上市大和町島 から

岐阜県郡上市大和町万場 まで

（ロ）　延　　　　長 ４．９ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

岐阜県郡上市大和町島

岐阜県郡上市大和町万場

８０ ４．９

設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）
摘　　要

別　　紙　　１



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

※　切土部については、左側路肩を堆雪余裕幅として２．０ｍ拡幅する。

―

１．２５― １．００

橋梁高架部分

―

― １．５０

２．７５１．００

０．７５

２．２５

計

―

―
トンネル部分

―

４車線化車線

用地買収 　摘　要

別　　紙　　１

工事施工

４

左　側

設　計　区　間

岐阜県郡上市大和町島

往復分離する区間

―

車線

岐阜県郡上市大和町万場

往復分離しない区間

土工（掘割）部分

橋梁高架部分

（中小橋）

（長大橋）

右　側

――

４

摘 要

０．７５

１．７５

左　側

構造による区分

計

―



（ト）　付加車線の標準幅員 ― メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

― メートル　(土工部)

― メートル　(橋梁部)

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 昭和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １０，７０６ 百万円）（消費税込み）

３０

１３

５４

２１

３

３

１８

１０，７０６

２７ ３

別　　紙　　１

１０，４８７

他の道路の路線名 接続の位置 接続の方法 備　　　考

－ － － －



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－４３

北陸自動車道（福井北ＪＣＴ・ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

北陸自動車道

（２）　工事の箇所

福井県福井市玄正島町１８字

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

別　　紙　　１

福井北ジャンクション・インターチェンジ

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

１８字（中部縦貫自動車道）

一般国道１５８号 福井県福井市玄正島町 立体接続

路線名



（４）　工事予算

２，５２４ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 １８ 年 ４ 月 １９ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ２７ 年 ３ 月 １ 日 （供用開始）

平成 ２８ 年 ３ 月 ３１ 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

３，７７６ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）３，７７６

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－５０

（神奈川県茅ヶ崎市柳島から神奈川県中郡大磯町東町まで）に関する

一般国道１号（新湘南バイパス）

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道１号

（有料道路名　：　新湘南バイパス）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県茅ヶ崎市柳島 から

神奈川県中郡大磯町東町 まで

（ロ）　延　　　　長 ５．６ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

　摘　要

神奈川県中郡
大磯町東町

車線

摘　　要設　計　区　間

５．６

４

別　　紙　　１

設　計　区　間

神奈川県茅ヶ崎市
柳島

用地買収工事施工

４ 車線

神奈川県茅ヶ崎市
柳島

神奈川県中郡
大磯町東町

８０

設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 － メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

２．５

--

-

橋梁高架部分

-

--

-

１．２５×２

-
トンネル部分

-

-

土工（掘割）部分

往復分離しない区間

計計

-

橋梁高架部分

（中小橋） - -

-

別　　紙　　１

構造による区分

右　側

-

左　側
摘 要

-

-

往復分離する区間

-

左　側

（長大橋）



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

茅ヶ崎海岸インターチェンジ

平塚インターチェンジ

（仮称）

大磯インターチェンジ

（仮称）

本線

（４）　工事予算

５，０５０ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手（予定）年月日 　

　イ　神奈川県茅ヶ崎市柳島から神奈川県茅ヶ崎市柳島まで

平成 年 月 日３０ ４ １

一般国道１号 平面接続

（西湘バイパス） 大磯町東町

接続の位置

神奈川県茅ヶ崎市

柳島

一般国道１３４号

備　　　考

神奈川県中郡

接続の方法

　 大磯町東町

　

路線名

神奈川県 立体接続

別　　紙　　１

他の道路の

県道相模原茅ヶ崎線

立体接続

平塚市高浜台

神奈川県中郡

立体接続

一般国道１３４号



　ロ　神奈川県茅ヶ崎市柳島から神奈川県中郡大磯町東町まで

平成 年 月 日

　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

６，４７５ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ６，２８６ 百万円）（消費税込み）

３ ３１

３２ ４ １

別　　紙　　１

３３



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－５１

（神奈川県海老名市中新田から神奈川県厚木市上依知まで）に関する

一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道）

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４６８号

（有料道路名　：　首都圏中央連絡自動車道）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県海老名市中新田 から

神奈川県厚木市上依知 まで

（ロ）　延　　　　長 １０．１ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

４
神奈川県厚木市

上依知

神奈川県海老名市
中新田

神奈川県厚木市
上依知

１０．１

別　　紙　　１

設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）
摘　　要設　計　区　間

設　計　区　間

神奈川県海老名市
中新田

用地買収工事施工

４ 車線 車線

１００

　摘　要



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 ― メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

右　側

－

往復分離する区間

別　　紙　　１

構造による区分

２．５０×２

－
トンネル部分

２．００１．００１．００

左　側
摘 要

土工（掘割）部分

往復分離しない区間

左　側 計計

－５．００ －

（長大橋） ２．５０５．００

－

橋梁高架部分

２．５０×２

３．７５

橋梁高架部分

（中小橋） ２．５０×２ ５．００ １．２５２．５０

３．７５１．２５



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

本線

海老名インターチェンジ

圏央厚木インターチェンジ

圏央厚木インターチェンジ

相模原愛川インターチェンジ

相模原愛川インターチェンジ

（４）　工事予算

１０４，０８２ 百万円（消費税込み）

県道藤沢厚木線 立体接続

別　　紙　　１

神奈川県海老名市

中新田

神奈川県海老名市

他の道路の

路線名

第一東海自動車道

接続の位置

平面接続

立体接続

中新田

神奈川県厚木市

備　　　考接続の方法

一般国道２４６号

（厚木秦野道路）

一般国道１２９号 神奈川県厚木市

南区当麻

中依知

立体接続

中依知

一般国道１２９号 神奈川県相模原市 立体接続

立体接続

南区当麻

県道相模原町田線 神奈川県相模原市



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日

イ　神奈川県海老名市中新田から神奈川県海老名中新田まで （STA110+52～STA113+40）

平成 年 月 日

ロ　神奈川県海老名市中新田から神奈川県海老名市河原口まで （STA113+40～STA114+60）

平成 年 月 日

ハ　神奈川県海老名市河原口から神奈川県厚木市金田まで （STA114+60～STA128+40）

平成 年 月 日

ニ　神奈川県厚木市金田から神奈川県厚木市金田まで （STA128+40～STA129+20）

平成 年 月 日

ホ　神奈川県厚木市金田から神奈川県厚木市金田まで （STA129+20～STA130+00）

平成 年 月 日

へ　神奈川県厚木市金田から神奈川県厚木市金田まで （STA130+00～STA131+20）

平成 年 月 日

ト　神奈川県厚木市金田から神奈川県厚木市金田まで （STA131+20～STA132+91）

平成 年 月 日

チ　神奈川県厚木市金田から神奈川県厚木市金田まで （STA132+91～STA138+00）

平成 年 月 日６ ３０１８

２３ １ １

１ １２３

別　　紙　　１

１６

２３ ６ １

６ ２９１６

２３ ２ １

２９６

２１ ５ １１



リ　神奈川県厚木市金田から神奈川県厚木市金田まで （STA138+00～STA139+00）

平成 年 月 日

ヌ　神奈川県厚木市金田から神奈川県厚木市下依知まで （STA139+00～STA146+05）

平成 年 月 日

ル　神奈川県厚木市下依知から神奈川県厚木市下依知まで （STA146+05～STA151+50）

平成 年 月 日

ヲ　神奈川県厚木市下依知から神奈川県厚木市下依知まで （STA151+50～STA152+50）

平成 年 月 日

ワ　神奈川県厚木市下依知から神奈川県厚木市中依知まで （STA152+50～STA160+93.5）

平成 年 月 日

カ　神奈川県厚木市中依知から神奈川県厚木市関口まで （STA160+93.5～STA164+85）

平成 年 月 日

ヨ　神奈川県厚木市下依知 （圏央厚木IC取り付け部）

平成 年 月 日

タ　神奈川県厚木市関口から神奈川県厚木市山際まで （STA164+85～STA176+50）

平成 年 月 日

レ　神奈川県厚木市山際から神奈川県厚木市上依知まで （STA176+50～STA201+45）

平成 年 月 日

１９ ２ １

２４ ６ １

２０ ７ １

２４ ７ １

２１ １２ １

２０ ７ １

１８ ６ ３０

２０ ７ １

２３ １ １

別　　紙　　１



ソ　神奈川県厚木市上依知から神奈川県厚木市上依知まで （STA201+45～STA206+31）

平成 年 月 日

ツ　神奈川県厚木市上依知から神奈川県厚木市上依知まで （STA204+10～STA204+70）

平成 年 月 日

ネ　神奈川県厚木市上依知から神奈川県厚木市上依知まで （STA204+70～STA206+31）

平成 年 月 日

ナ　神奈川県厚木市上依知から神奈川県厚木市上依知まで （STA206+31～STA211+44）

平成 年 月 日

ラ　神奈川県厚木市上依知 （相模原ICランプ部）

平成 年 月 日

ム　神奈川県厚木市上依知 （相模原IC　Ｈランプ部）

平成 年 月 日

ウ　神奈川県厚木市上依知 （相模原IC　Ｅ,Ｆランプ部）

平成 年 月 日

ヰ　神奈川県相模原市南区当麻 （相模原IC料金所部）

平成 年 月 日

２４ ６ １

２４ ６ １

２３ １２ １

２５ ２ １

別　　紙　　１

２４ １２ １

２５ １ ７

２５ ２ １

２４ ５ １



　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日

平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１０３，４９５ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １０３，４９５ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

２５ ３ ３０

２８ ３ ３０



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－５２

（神奈川県厚木市上依知から東京都八王子市南浅川町まで）に関する

一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道）

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４６８号

（有料道路名　：　首都圏中央連絡自動車道）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県厚木市上依知 から

東京都八王子市南浅川町 まで

（ロ）　延　　　　長 １４．８ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

４

神奈川県厚木市上依知

東京都八王子市南浅川町

１４．８

別　　紙　　１

設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）
摘　　要設　計　区　間

設　計　区　間

神奈川県厚木市上依知

用地買収工事施工

４ 車線 車線

１００

　摘　要

東京都八王子市南浅川町



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 － メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

１．２５

橋梁高架部分

２．５０

右　側

３．７５

往復分離する区間

１．００

左　側

別　　紙　　１

構造による区分

２．００
トンネル部分

２．００１．００

２．５０×２

１．００×２

２．５０

３．７５

摘 要

土工（掘割）部分

往復分離しない区間

計計

１．２５５．００

左　側

橋梁高架部分

（中小橋） － － １．２５２．５０

（長大橋） ２．５０×２ ５．００ ３．７５



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

相模原愛川インターチェンジ

相模原愛川インターチェンジ

相模原インターチェンジ

高尾山インターチェンジ

（４）　工事予算

３９，２１６ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日

イ 　神奈川県厚木市上依知から神奈川県愛甲郡愛川町まで （上り線：STA.211+44～STA.0+06）

平成 年 月 日

ロ 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県愛甲郡愛川町まで （上り線：STA.0+06～STA.1+00）

平成 年 月 日１

路線名

一般国道１２９号

緑区城山町小倉

一般国道２０号 東京都八王子市

２５ １１ １

備　　　考接続の位置他の道路の

立体接続

２５ １０

別　　紙　　１

南区当麻

神奈川県相模原市

接続の方法

県道相模原町田線 神奈川県相模原市 立体接続

南区当麻

津久井広域道路 神奈川県相模原市 立体接続

県道長竹川尻線

立体接続

南浅川町



ハ 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県愛甲郡愛川町まで （上り線：STA.1+00～STA.2+25）

平成 年 月 日

ニ 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県愛甲郡愛川町まで （上り線：STA.2+25～STA.18+24）

平成 年 月 日

ホ 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県愛甲郡愛川町まで （上り線：STA.18+24～STA.23+02）

平成 年 月 日

ヘ 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県愛甲郡愛川町まで （上り線：STA.23+02～STA.23+33）

平成 年 月 日

ト 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県愛甲郡愛川町まで （上り線：STA.23+33～STA.29+02）

平成 年 月 日

チ 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県愛甲郡愛川町まで （上り線：STA.29+02～STA.31+44）

平成 年 月 日

リ 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県愛甲郡愛川町まで （上り線：STA.31+44～STA.33+03）

平成 年 月 日

ヌ 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県相模原市緑区小倉まで （上り線：STA.33+03～STA.34+42）

平成 年 月 日

ル 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区葉山島まで （上り線：STA.34+42～STA.44+17）

平成 年 月 日

２５ １２ １

別　　紙　　１

２５ ９ １

２５ ９ １

２５ ８ １

２５ ８ １

２６ ２ １

２６ １ １

２６ ２ １

２６ １ １



ヲ 　神奈川県相模原市緑区葉山島から神奈川県相模原市緑区葉山島まで （上り線：STA.44+17～STA.45+92）

平成 年 月 日

ワ 　神奈川県相模原市緑区葉山島から神奈川県相模原市緑区葉山島まで （上り線：STA.45+92～STA.46+82）

平成 年 月 日

カ 　神奈川県相模原市緑区葉山島から神奈川県相模原市緑区葉山島まで （上り線：STA.46+82～STA.49+70）

平成 年 月 日

ヨ 　神奈川県相模原市緑区葉山島から神奈川県相模原市緑区葉山島まで （上り線：STA.49+70～STA.50+86）

平成 年 月 日

タ 　神奈川県相模原市緑区葉山島から神奈川県相模原市緑区葉山島まで （上り線：STA.50+86～STA.56+37）

平成 年 月 日

レ 　神奈川県相模原市緑区葉山島から神奈川県相模原市緑区小倉まで （上り線：STA.56+37～STA.63+06）

平成 年 月 日

ソ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （上り線：STA.63+06～STA.65+00）

平成 年 月 日

ツ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （上り線：STA.65+00～STA.67+66）

平成 年 月 日

ネ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （上り線：STA.67+66～STA.67+97）

平成 年 月 日

２６ １ １

２６ ３ １

２６ ３ ２０

別　　紙　　１

３ １

２６ １ １

２５ １２ １

２６

２５ １０ １

２５ ９ １

２５ １０ １



ナ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （上り線：STA.67+97～STA.72+81）

平成 年 月 日

ラ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （上り線：STA.72+81～STA.77+38）

平成 年 月 日

ム 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （上り線：STA.77+38～STA.80+20）

平成 年 月 日

ウ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （上り線：STA.80+20～STA.80+68）

平成 年 月 日

ヰ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （上り線：STA.80+68～STA.84+00）

平成 年 月 日

ノ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区城山まで （上り線：STA.84+00～STA.93+60）

平成 年 月 日

オ 　神奈川県相模原市緑区城山から神奈川県相模原市緑区城山まで （上り線：STA.93+60～STA.93+71）

平成 年 月 日

ク 　神奈川県相模原市緑区城山から神奈川県相模原市緑区城山まで （上り線：STA.93+71～STA.97+88）

平成 年 月 日

ヤ 　神奈川県相模原市緑区城山から神奈川県相模原市緑区城山まで （上り線：STA.97+88～STA.100+00）

平成 年 月 日

２５ ５

２５ ９ １

別　　紙　　１

７

２６ ４ １０

２５ １２ １

２６ １ １

２６ １ １

２６ ２ １

２５ ４ １

２５ １１ １



マ 　神奈川県相模原市緑区城山から神奈川県相模原市緑区中沢まで （上り線：STA.100+00～STA.107+99）

平成 年 月 日

ケ 　神奈川県相模原市緑区中沢から東京都八王子市南浅川町まで （上り線：STA.107+99～STA.143+76）

平成 年 月 日

フ 　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで （上り線：STA.143+76～STA.143+86）

平成 年 月 日

コ 　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで （上り線：STA.143+86～STA.145+00）

平成 年 月 日

エ 　神奈川県厚木市上依知から神奈川県愛甲郡愛川町まで （下り線：STA.211+44～STA.0+06）

平成 年 月 日

テ 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県愛甲郡愛川町まで （下り線：STA.0+06～STA.1+00）

平成 年 月 日

ア 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県愛甲郡愛川町まで （下り線：STA.1+00～STA.1+60）

平成 年 月 日

サ 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県愛甲郡愛川町まで （下り線：STA.1+60～STA.18+23）

平成 年 月 日

キ 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県愛甲郡愛川町まで （下り線：STA.18+23～STA.28+79）

平成 年 月 日

別　　紙　　１

２５ ８ １

２５ １０

２５

１

７ １

２３ ８ １

２５ １１ １

２５ １０ １

２５ １２ １

２５ ５ ７

２５ ７ １



ユ 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県愛甲郡愛川町まで （下り線：STA.28+79～STA.31+60）

平成 年 月 日

メ 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県愛甲郡愛川町まで （下り線：STA.31+60～STA.33+20）

平成 年 月 日

ミ 　神奈川県愛甲郡愛川町から神奈川県相模原市小倉まで （下り線：STA.33+20～STA.34+60）

平成 年 月 日

シ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区葉山島まで （下り線：STA.34+60～STA.44+48）

平成 年 月 日

ヱ 　神奈川県相模原市緑区葉山島から神奈川県相模原市緑区葉山島まで （下り線：STA.44+48～STA.47+00）

平成 年 月 日

ヒ 　神奈川県相模原市緑区葉山島から神奈川県相模原市緑区葉山島まで （下り線：STA.47+00～STA.49+90）

平成 年 月 日

モ 　神奈川県相模原市緑区葉山島から神奈川県相模原市緑区葉山島まで （下り線：STA.49+90～STA.51+00）

平成 年 月 日

セ 　神奈川県相模原市緑区葉山島から神奈川県相模原市緑区葉山島まで （下り線：STA.51+00～STA.56+54）

平成 年 月 日

ス 　神奈川県相模原市緑区葉山島から神奈川県相模原市緑区小倉まで （下り線：STA.56+54～STA.63+21）

平成 年 月 日

３ ２５

２６ ２ １

別　　紙　　１

１２６ １

２６ ２ １

２６ １ １

２６ １ １

２６

２６ ３ １

２６ １ １

２５ １２ １



ン 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （下り線：STA.63+21～STA.68+10）

平成 年 月 日

イ－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （下り線：STA.68+10～STA.72+62）

平成 年 月 日

ロ－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （下り線：STA.72+62～STA.72+93）

平成 年 月 日

ハ－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （下り線：STA.72+93～STA.77+52）

平成 年 月 日

ニ－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （下り線：STA.77+52～STA.80+20）

平成 年 月 日

ホ－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （下り線：STA.80+20～STA.80+80）

平成 年 月 日

ヘ－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （下り線：STA.80+80～STA.84+00）

平成 年 月 日

ト－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区城山まで （下り線：STA.84+00～STA.93+60）

平成 年 月 日

チ－１ 　神奈川県相模原市緑区城山から神奈川県相模原市緑区城山まで （下り線：STA.93+60～STA.93+71）

平成 年 月 日

別　　紙　　１

２５ ８ １

１

２５ ７

２５ ４ １

２５ １０

５

１ １

２６ ４ １０

２５ １２ １

２６

２６ １ １

２６ ２ １



リ－１ 　神奈川県相模原市緑区城山から神奈川県相模原市緑区城山まで （下り線：STA.93+71～STA.97+88）

平成 年 月 日

ヌ－１ 　神奈川県相模原市緑区城山から神奈川県相模原市緑区城山まで （下り線：STA.97+88～STA.100+00）

平成 年 月 日

ル－１ 　神奈川県相模原市緑区城山から神奈川県相模原市緑区中沢まで （下り線：STA.100+00～STA.104+80）

平成 年 月 日

ヲ－１ 　神奈川県相模原市緑区中沢から神奈川県相模原市緑区中沢まで （下り線：STA.104+80～STA.105+56）

平成 年 月 日

ワ－１ 　神奈川県相模原市緑区中沢から神奈川県相模原市緑区中沢まで （下り線：STA.105+56～STA.107+61）

平成 年 月 日

カ－１ 　神奈川県相模原市緑区中沢から東京都八王子市南浅川町まで （下り線：STA.107+61～STA.143+33）

平成 年 月 日

ヨ－１ 　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで （下り線：STA.143+33～STA.143+72）

平成 年 月 日

タ－１ 　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで （下り線：STA.143+72～STA.145+00）

平成 年 月 日

レ－１ 　神奈川県愛甲郡愛川町 （愛川ＴＮ電気室ヤード）

平成 年 月 日

６

２５ １１ １

１

２５ ８ １

２５ ８

２５ ４ １

別　　紙　　１

２５ ４ １

１２５

２５ ８ １

２３ ８ １

２５ ５ ７



ソ－１ 　神奈川県相模原市緑区葉山島 （葉山島ＴＮ電気室ヤード）

平成 年 月 日

ツ－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉 （相模原ＩＣ部　Ａ・Ｂ・Ｃランプ橋）

平成 年 月 日

ネ－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （相模原ＩＣ部　料金所ヤード、Ｂランプ土工部）

平成 年 月 日

ナ－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （相模原ＩＣ部　ＴＧ・電気室・内プラヤード）

平成 年 月 日

ラ－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （相模原ＩＣ部　Ｂランプ土工部、Ｄランプ）

平成 年 月 日

ム－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （相模原ＩＣ部　Ａ・Ｂ・Ｃランプ土工部、ＴＧ張出部、

平成 年 月 日 　管理用通路）

ウ－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （相模原ＩＣ部　料金所裏のり面、内プラ平地、

平成 年 月 日 　串川土工部のり面）

ヰ－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （相模原ＩＣ部　Ａ・Ｂ・Ｄランプ）

平成 年 月 日

ノ－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （相模原ＩＣ部　Ｅ・Ｆ・Ｇ・Ｈランプ）

平成 年 月 日

７

１１ １

２７ １ １

９

２６

１

２６

２６ ６ １

２６

１

別　　紙　　１

２６ ５ １

１７２６

２６ ４ １

２５ ５ ７



オ－１ 　神奈川県相模原市緑区小倉から神奈川県相模原市緑区小倉まで （川尻ＴＮ電気室ヤード）

平成 年 月 日

　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日

平成 年 月 日 （相模原愛川IC～高尾山IC） （供用開始）

平成 年 月 日 （相模原IC部） （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

４１，３０９ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ４１，３０９ 百万円）（消費税込み）

４ １

２７ ３ ２９

別　　紙　　１

２９ ３ ３０

２５

２６ ６ ２８



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－５３

（東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市裏高尾町まで）に関する

一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道）

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４６８号

（有料道路名　：　首都圏中央連絡自動車道）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 東京都八王子市南浅川町 から

東京都八王子市裏高尾町 まで

（ロ）　延　　　　長 ２．０ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

　摘　要

東京都八王子市裏高尾町

摘　　要

設　計　区　間

東京都八王子市南浅川町

用地買収工事施工

４ 車線 車線

設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

東京都八王子市南浅川町

東京都八王子市裏高尾町

２．０８０

別　　紙　　１

４



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 －

（リ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

橋梁高架部分

－

０．７５

－

－

２．７５１．００

左　側
摘 要

土工（掘割）部分

往復分離しない区間

計計

１．００

構造による区分

橋梁高架部分

（中小橋） － － －

トンネル部分
１．５００．７５－

－

別　　紙　　１

右　側

２．７５

往復分離する区間

１．７５

左　側

－

（長大橋） １．７５－－



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

高尾山インターチェンジ

八王子ジャンクション

（４）　工事予算

２３，７７９ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日

イ  東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ｅランプ）（STA-1-20～STA0-37）

平成 ２４年 　１月   １日

ロ  東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ｅランプ）（ＳＴＡ0-37～ＳＴＡ0+00）  

平成 ２３年 １２月   １日

ハ  東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（料金所）  

平成 ２３年 　４月   １日

立体接続

別　　紙　　１

東京都八王子市

裏高尾町

備　　　考

一般国道２０号

南浅川町

東京都八王子市

他の道路の

路線名

接続の位置 接続の方法

富士吉田線

立体接続

中央自動車道



ニ  東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（料金所周り平場部）

平成 ２４年   ２月   １日

ホ  東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（トールゲート）

平成 ２３年 　８月   １日

ヘ  東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ａランプ）（ＳＴＡ0+00～ＳＴＡ0+40）

平成 ２３年  １２月   １日

ト  東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ａランプ）（ＳＴＡ0+40～ＳＴＡ1+63）

平成 ２４年   １月   １日

チ  東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ａランプ）（STA1+63～STA4+11）

平成 ２３年  １２月   １日

リ  東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ａランプ）（STA4+11～STA5+29）

平成 ２３年 　９月   １日

ヌ  東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ｃランプ）（STA3+97+～STA4+12）

平成 ２３年 １２月   １日

ル 東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ｃランプ）（STA4+12～STA6+80）

平成 ２３年   ９月   １日

ヲ　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ｃランプ）（STA6+80～STA7+78）

平成 ２４年   ２月   １日
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ワ　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ｂランプ）（STA0+00～STA0+40）

平成 ２３年　１２月   １日

カ　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ｂランプ）（STA0+40～STA1+63）

平成 ２４年 　１月   １日

ヨ  東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ｂランプ）（STA1+63～STA3+44）

平成 ２３年 １２月   １日

タ　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ｂランプ）（STA3+44～STA4+75）

平成 ２３年 　９月   １日

レ　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ｄランプ）（STA3+29～STA3+49）

平成 ２３年 １２月   １日

ソ　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ｄランプ）（STA3+49～STA6+07）

平成 ２３年 　９月   １日

ツ　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（Ｄランプ）（STA6+07～STA7+63）

平成 ２４年 　１月   １日

ネ　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（電気室）

平成 ２３年 　４月   １日

ナ　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（電気室ヤードの盛土のり面（中央））

平成 ２３年 １２月   １日
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ラ　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（電気室ヤードの盛土のり面（南側））

平成 ２４年 　１月   １日

ム　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（電気室ヤードの盛土のり面（北側））

平成 ２４年 　２月   １日

ウ　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（上り線）（ＳＴＡ146+09～ＳＴＡ147+52）

平成 ２４年 　２月   １日

ヰ　東京都八王子市高尾町から東京都八王子市高尾町まで（上り線）（ＳＴＡ148+00～ＳＴＡ148+58）

平成 ２３年 １１月   １日

ノ　東京都八王子市高尾町から東京都八王子市高尾町まで（上り線）（ＳＴＡ148+58～ＳＴＡ153+68）

平成 ２３年 　９月   １日

オ　東京都八王子市高尾町から東京都八王子市高尾町まで（上り線）（ＳＴＡ153+68～ＳＴＡ158+00）

平成 ２３年 １１月   １日

ク　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（下り線）（ＳＴＡ145+82～ＳＴＡ146+20）

平成 ２４年 　２月   １日

ヤ　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（下り線）（ＳＴＡ146+20～ＳＴＡ147+38）

平成 ２３年 １２月 １２日

マ　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市高尾町まで（下り線）（ＳＴＡ147+38～ＳＴＡ147+60）

平成 ２４年 　２月   １日

別　　紙　　１



ケ　東京都八王子市高尾町から東京都八王子市高尾町まで（下り線）（ＳＴＡ148+72～ＳＴＡ153+68）

平成 ２３年 １０月   １日

フ　東京都八王子市高尾町から東京都八王子市高尾町まで（下り線）（ＳＴＡ153+68～ＳＴＡ158+00）

平成 ２３年 １２月   １日

コ　東京都八王子市高尾町から東京都八王子市高尾町まで（下り線）（ＳＴＡ160+79～ＳＴＡ160+89）

平成 ２４年　 １月   １日

エ　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市高尾町まで（切土のり面）

平成 ２３年 １１月   １日

テ　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市南浅川町まで（ＳＴＡ145+00～ＳＴＡ146+09）

平成 ２３年 　８月   １日

ア　東京都八王子市南浅川町から東京都八王子市高尾町まで（ＳＴＡ147+52～ＳＴＡ148+72）

平成 ２３年 １２月 １２日

サ　東京都八王子市高尾町から東京都八王子市裏高尾町まで（ＳＴＡ158+00～ＳＴＡ161+00）

平成 ２３年 １２月 １２日

キ　東京都八王子市裏高尾町から東京都八王子市裏高尾町まで（高尾山トンネル北坑口換気ダクト部）

平成 ２４年 　２月   １日

ユ　東京都八王子市裏高尾町から東京都八王子市裏高尾町まで（ＳＴＡ160+89～ＳＴＡ0+06）

平成 １８年 　８月   １日
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　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日

平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２６，４８４ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２６，４８４ 百万円）（消費税込み）

２４ ３ ２５

２８ ３ ３０

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－５５

一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道）

（神奈川県茅ヶ崎市西久保から神奈川県海老名市門沢橋まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４６８号

（有料道路名　：　首都圏中央連絡自動車道）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県茅ヶ崎市西久保 から

神奈川県海老名市門沢橋 まで

（ロ）　延　　　　長 ７．９ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

設計速度

別　　紙　　１

８０ ７．９

延　　長
摘　　要

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

車線

神奈川県海老名市
門沢橋

設　計　区　間

神奈川県茅ヶ崎市
西久保

設　計　区　間 工事施工 用地買収 　摘　要

神奈川県海老名市
門沢橋

神奈川県茅ヶ崎市
西久保

４ 車線 ４



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 － メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

土工（掘割）部分
－

－

別　　紙　　１

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間

トンネル部分

摘 要
左　側 計 左　側 右　側 計

－ －

－ － － － －

－ －

１．００ ２．７５

橋梁高架部分

（中小橋） － － －

橋梁高架部分

－

（長大橋） １．７５×２ ３．５０ １．７５



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

　　茅ヶ崎ジャンクション

　　寒川南インターチェンジ

　　寒川北インターチェンジ

　　海老名南ジャンクション

　　本線

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）２２，０７１

備　　　考

神奈川県海老名市

門沢橋

立体接続
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路線名

接続の位置 接続の方法

（新湘南ﾊﾞｲﾊﾟｽ） 西久保

他の道路の

県道 神奈川県高座郡

一般国道１号 神奈川県茅ケ崎市

県道 神奈川県高座郡

立体接続

相模原茅ヶ崎線 寒川町宮山

平面接続第一東海自動車道

第二東海自動車道 神奈川県海老名市

立体接続

伊勢原藤沢線

横浜名古屋線

立体接続

寒川町田端

門沢橋



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日

イ　　神奈川県茅ヶ崎市西久保から神奈川県高座郡寒川町田端まで (STA.-1+86～STA.9+27)

平成 年 月 日

ロ　　神奈川県高座郡寒川町田端から神奈川県高座郡寒川町田端まで (STA.9+27～STA.11+57)

平成 年 月 日

ハ　　神奈川県高座郡寒川町田端 (寒川南ＩＣ 料金所部)

平成 年 月 日

ニ　　神奈川県高座郡寒川町田端 (寒川南ＩＣ ランプ部)

平成 年 月 日

ホ　　神奈川県高座郡寒川町田端 (寒川南ＩＣ Ｃランプ部)

平成 年 月 日

ヘ　　神奈川県高座郡寒川町田端 (寒川南ＩＣ Ｄ，Ｅランプ部)

平成 年 月 日

ト　　神奈川県高座郡寒川町田端から神奈川県高座郡寒川町一ノ宮まで (STA.11+57～STA.27+10)

平成 年 月 日

チ　　神奈川県高座郡寒川町一ノ宮から神奈川県高座郡寒川町一ノ宮まで (STA.27+10～STA.35+42)

平成 年 月 日

２

２４

１５

２５

２４

２４ ７ １

２４ ５

１７

１２

１

２５ ３ １

２５ １

１２ １
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２４ ５ １

１



リ　　神奈川県高座郡寒川町一ノ宮から神奈川県高座郡寒川町宮山まで (STA.35+42～STA.50+93.5)

平成 年 月 日

ヌ　　神奈川県高座郡寒川町宮山 (寒川北ＩＣ 料金所部)

平成 年 月 日

ル　　神奈川県高座郡寒川町宮山 (寒川北ＩＣ ランプ部)

平成 年 月 日

ヲ　　神奈川県高座郡寒川町宮山 (寒川北ＩＣ ＡＣ，Ｂランプ部)

平成 年 月 日

ワ　　神奈川県高座郡寒川町宮山 (寒川北ＩＣ ＡＣ，Ｂ，Ｄランプ部)

平成 年 月 日

カ　　神奈川県高座郡寒川町宮山 (寒川北ＩＣ Ｅランプ部)

平成 年 月 日

ヨ　　神奈川県高座郡寒川町宮山から神奈川県高座郡寒川町倉見まで (STA.50+93.5～STA.53+78)

平成 年 月 日

タ　　神奈川県高座郡寒川町倉見から神奈川県高座郡寒川町倉見まで (STA.53+78～STA.57+15.5)

平成 年 月 日

レ　　神奈川県高座郡寒川町倉見から神奈川県高座郡寒川町倉見まで (STA.57+15.5～STA.59+30.5)

平成 年 月 日

２５

１

２５ ２

２５

２６ １１ １
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２

１

１２ １

６ １

１

２４

２４

２４ ７ １

２４

６ １

１

１２ １２６



ソ　　神奈川県高座郡寒川町倉見から神奈川県高座郡寒川町倉見まで (STA.59+30.5～STA.60+77.5)

平成 年 月 日

ツ　　神奈川県高座郡寒川町倉見から神奈川県高座郡寒川町倉見まで (STA.60+77.5～STA.62+24.5)

平成 年 月 日

ネ　　神奈川県高座郡寒川町倉見から神奈川県高座郡寒川町倉見まで (STA.62+24.5～STA.66+93)

平成 ２３ 年 １ 月 １ 日

ナ　　神奈川県高座郡寒川町倉見から神奈川県海老名市門沢橋まで (STA.66+93～STA.72+09)

平成 ２２ 年 ８ 月 １ 日

ラ　　神奈川県海老名市門沢橋から神奈川県海老名市門沢橋まで (STA.72+09～STA.73+39)

平成 ２３ 年 ３ 月 １ 日

ム　　神奈川県海老名市門沢橋から神奈川県海老名市門沢橋まで (STA.73+39～STA.76+23)

平成 ２２ 年 ８ 月 １ 日

　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

２６ ７ １

１ １２６
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②工事の完成予定年月日

平成 年 月 日 （茅ヶ崎JCT～寒川北IC) （供用開始）

平成 年 月 日 （寒川北IC～海老名南JCT） （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２３，９７０ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２３，９７０ 百万円）（消費税込み）

２９ ３ ３０
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２５ ４ １４

２７ ３ ８



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－５６

一般国道２７１号（小田原厚木道路）（小田原西ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道２７１号

（有料道路名　：　小田原厚木道路）

（２）　工事の箇所

神奈川県小田原市風祭

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 有料道路事業

（ロ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の路線名 接続の位置 接続の方法 備　　　　考
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平面接続 小田原西ＩＣ一般国道　１号 神奈川県小田原市

（小田原箱根道路） 風祭



（４）　工事予算

６７ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

７７ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ７７ 百万円）（消費税込み）

１８８４

２８ ３ ３１

２７ ３ ２１
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（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－５８

一般国道４７５号（東海環状自動車道）（豊田東JCT）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４７５号

（有料道路名　：　東海環状自動車道）

（２）　工事の箇所

愛知県豊田市岩倉町

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

豊田東ジャンクション

備　　　考
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接続の方法

立体接続

横浜名古屋線

他の道路の 接続の位置

路線名

第二東海自動車道 愛知県豊田市岩倉町



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

１０ １

別　　紙　　１

２８ ３ ３１

２６

３６１

４２２

４１３



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－６０

（岐阜県可児市久々利柿下入会から岐阜県可児郡御嵩町比衣まで）（改築）に関する

一般国道４７５号（東海環状自動車道）

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４７５号

（有料道路名　：　東海環状自動車道）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 岐阜県可児市久々利柿下入会 から

岐阜県可児郡御嵩町比衣 まで

（ロ）　延　　　　長 ５．３ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

　摘　要

設　計　区　間

別　　紙　　１

設　計　区　間

岐阜県可児市久々利柿下入会

用地買収工事施工

２ 車線 付加車線事業

岐阜県可児市久々利柿下入会

岐阜県可児郡御嵩町比衣

５．３

岐阜県可児郡御嵩町比衣

４

設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

車線

１００

摘　　要



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

３．７５

― ３．００１．２５

橋梁高架部分

（中小橋） ― ― １．２５

１．２５（長大橋） ３．７５

２．５０

２．５０――

計計

１．２５

橋梁高架部分

１．７５

２．５０×２

―

左　側
摘 要

土工（掘割）部分

往復分離しない区間

トンネル部分

５．００

別　　紙　　１

構造による区分

右　側

３．７５

往復分離する区間

２．５０

左　側



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手（予定）年月日 平成 年 月 日

　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

３３ ３

２９，７１０

３４，１２５

別　　紙　　１

接続の位置

３１

備　　　考接続の方法

３２，６５８

他の道路の

２８ ４ １

路線名

― ― ―



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－６１

（岐阜県関市下有知から岐阜県関市下有知まで）（改築）に関する

一般国道４７５号（東海環状自動車道）

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４７５号

（有料道路名　：　東海環状自動車道）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 岐阜県関市下有知 から

岐阜県関市下有知 まで

（ロ）　延　　　　長 １．６ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

岐阜県関市下有知

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

工事施工

２ 車線

別　　紙　　１

設　計　区　間

岐阜県関市下有知

用地買収

１００

　摘　要

設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）
摘　　要設　計　区　間

付加車線事業

岐阜県関市下有知

岐阜県関市下有知

１．６

４ 車線



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （橋梁部）

５．００ ――２．５０×２ ―

―

往復分離する区間

―

左　側

橋梁高架部分

（長大橋）

―
トンネル部分

―

別　　紙　　１

構造による区分

―

―

左　側
摘 要

土工（掘割）部分

往復分離しない区間

計計

――

右　側

―

橋梁高架部分

（中小橋） ― ― ――

―

―



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手（予定）年月日 平成 年 月 日

　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

他の道路の 接続の方法

―

接続の位置

―

路線名

―

備　　　考

別　　紙　　１

１

５３６

２７ ４

３１

６７６

６６９

２８ ３



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

　高速道路利便増進事業に関する計画 (スマートＩＣ)に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

中日本高速道路株式会社が管理する高速道路に係る

別紙１－７１



１．工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額 　

　（１）　工事予算

百万円（消費税込み）

　（２）　工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円（消費税込み））

　（３）　個別箇所に関する工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額

個別箇所に関する工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額は、下記のとおりとする。

ただし、工事予算及び債務引受限度額については、（１）工事予算及び（２）債務引受限度額の内数である。

また、工事完成後は精算額としている。

別　　紙　　１

　―　

６４，２７２

５７，０８３



平成21年9月29日 平成30年3月31日 3,265百万円

中央自動車道
長野線

長野県松本
市島内

市道８０８７
号線及び市
道豊科３５３
１号線

長野県松本
市島内及び
長野県安曇
野市豊科高
家

立体接続 平成21年9月29日

3,761百万円 －
守山
ＰＡ

－
梓川
ＳＡ

第一東海自動車道
愛知県名古屋
市守山区下志
段味

市道守山
パーキングエ
リア線

愛知県名古
屋市守山区
下志段味

立体接続

平成22年11月27日
（供用開始）

平成23年1月31日
（残事業完成）

494百万円 547百万円

平成29年3月31日 3,522百万円 3,766百万円 －

東京都府中
市小柳町及
び東京都府
中市是政

湖東三
山
ＰＡ

2,333百万円 －
本線
直結型

中央自動車道
西宮線

滋賀県愛知
郡愛荘町松
尾寺

県道湖東三
山インター線

滋賀県愛知
郡愛荘町松
尾寺

立体接続 平成21年9月29日 1,184百万円 1,350百万円 －

平成25年10月21日
（供用開始）

平成26年3月31日
（残事業完成）

立体接続 平成21年9月29日

平成27年3月7日
（供用開始）

平成28年3月31日
（残事業完成）

2,088百万円
中央自動車道
富士吉田線

東京都府中
市是政

都道川崎府
中線及び市
道中央道側
道

（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法 （ニ）
工事の着手および完成の予定年月日

別　　紙　　１

（ホ）
工事予算

（消費税込み）

（へ）
債務引受限度額
（消費税込み）

備考

他の道路との連結位置及び接続の方法 うち
助成対象
基準額

（消費税込み）

他の道路の
路線名

接続の位置 接続の方法
工事の着手

年月日
工事の完成
予定年月日

本線
直結型

中央自動車道
富士吉田線

山梨県富士
吉田市上暮
地

県道富士吉
田西桂線

山梨県富士
吉田市上暮
地

立体接続 平成23年4月28日

平成27年3月1日
（供用開始）

平成28年3月31日
（残事業完成）

1,568百万円 1,688百万円 －
本線
直結型

－
本線
直結型

東海北陸自動車道
富山県南砺
市上川崎

（仮称）
市道南砺ス
マートイン
ター線

富山県南砺
市柴田屋

立体接続 平成23年4月28日

第一東海自動車道
静岡県焼津
市上新田

市道０１０５
号線

静岡県焼津
市上新田

立体接続 平成23年4月28日 平成28年3月31日 2,963百万円 3,253百万円



別　　紙　　１

（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法 （ニ）
工事の着手および完成の予定年月日

（ホ）
工事予算

（消費税込み）

（へ）
債務引受限度額
（消費税込み）

備考

他の道路との連結位置及び接続の方法 うち
助成対象
基準額

（消費税込み）

他の道路の
路線名

接続の位置 接続の方法
工事の着手

年月日
工事の完成
予定年月日

第二東海自動車道
横浜名古屋線

静岡県浜松
市浜北区四
大地

市道浜北灰
木大平１号線
及び市道須
部灰の木線

静岡県浜松市
浜北区四大地
及び静岡県浜
松市北区都田
町

立体接続

第二東海自動車道
横浜名古屋線

静岡県静岡
市葵区飯間

市道小瀬戸
飯間線及び
市道飯間本
線

静岡県静岡市
葵区小瀬戸及
び静岡県静岡
市葵区飯間

立体接続

平成23年4月28日

平成24年4月14日
（供用開始）

平成25年3月30日
（残事業完成）

223百万円 230百万円 －
浜松
ＳＡ

平成24年4月14日
（供用開始）

平成25年3月30日
（残事業完成）

200百万円 208百万円 －
静岡
ＳＡ

平成23年4月28日

533百万円 －
五斗蒔
ＰＡ

－
本線
直結型

一般国道４７５号
（東海環状自動車道）

岐阜県土岐
市泉町

市道81920号
線、82525号線
及び82526号
線

岐阜県土岐
市泉町

立体接続 平成23年4月28日

平成25年2月28日
（供用開始）

平成25年8月30日
（残事業完成）

475百万円

北陸自動車道
富山県砺波
市下中条

市道（仮称）
高岡砺波イン
ター線

富山県砺波
市下中条

立体接続 平成23年4月28日

平成27年3月1日
（供用開始）

平成28年3月31日
（残事業完成）

2,037百万円 2,200百万円

中央自動車道
西宮線

山梨県笛吹
市八代町南

県道３１３号藤
垈石和線及び
市道４０１５号
線

山梨県笛吹
市八代町南

立体接続 平成24年5月17日 平成28年3月31日 2,345百万円 2,600百万円 －
本線
直結型

第一東海自動車道
静岡県沼津
市宮本

市道０１１８号
線及び市道０
１０５号線

静岡県沼津
市宮本

立体接続 平成24年5月17日 平成28年3月31日 719百万円 962百万円 －
愛鷹
ＰＡ

第二東海自動車道
横浜名古屋線

遠州森町
ＰＡ

静岡県周智
郡森町大字
円田

町道遠州森町
PA上り線及び
町道遠州森町
PA下り線

静岡県周智郡
森町大字一宮
及び静岡県周
智郡森町大字
円田

立体接続 平成24年5月17日

平成26年3月29日
（供用開始）

平成27年3月30日
（残事業完成）

573百万円 660百万円 －



別　　紙　　１

（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法 （ニ）
工事の着手および完成の予定年月日

（ホ）
工事予算

（消費税込み）

（へ）
債務引受限度額
（消費税込み）

備考

他の道路との連結位置及び接続の方法 うち
助成対象
基準額

（消費税込み）

他の道路の
路線名

接続の位置 接続の方法
工事の着手

年月日
工事の完成
予定年月日

－
本線
直結型

近畿自動車道
名古屋神戸線

三重県鈴鹿
市山本町

市道山本６５
号線

三重県鈴鹿
市山本町

立体接続 平成24年5月17日 平成31年3月31日 1,564百万円 1,804百万円 －
鈴鹿ＰＡ
（仮称）

北陸自動車道
滋賀県長浜
市小谷丁野
町

県道郷野湖
北線及び県
道丁野虎姫
長浜線

滋賀県長浜市
湖北町及び滋
賀県長浜市小
谷丁野町

立体接続 平成24年5月17日 平成29年3月31日 2,399百万円 2,735百万円

－
本線
直結型

近畿自動車道
敦賀線

福井県敦賀
市長谷

市道長谷２号
線

福井県敦賀
市長谷

立体接続 平成24年5月17日 平成29年3月31日 2,114百万円 2,319百万円

中央自動車道
富士吉田線

山梨県上野
原市大野

市道談合坂
サービスエリ
ア線

山梨県上野
原市大野

立体接続 平成25年7月5日 平成29年3月31日 1,599百万円 1,768百万円 －
談合坂
ＳＡ

中央自動車道
西宮線

岐阜県安八
郡安八町中

町道南長田
坊野１号線

岐阜県安八
郡安八町中

立体接続 平成25年7月5日 平成29年3月31日 3,380百万円 3,682百万円 －

6,762百万円 7,506百万円

本線
直結型

中央自動車道
西宮線

岐阜県養老
郡養老町橋
爪南川原

町道橋爪１号
線及び町道
橋爪４２号線

岐阜県養老
郡養老町橋
爪南川原

立体接続 平成25年7月5日 平成27年12月31日 763百万円 845百万円 －
養老
ＳＡ

－
本線
直結型

第一東海自動車道
神奈川県綾
瀬市小園

県道藤沢座
間厚木

神奈川県綾
瀬市小園

立体接続 平成25年7月5日 平成30年3月31日



別　　紙　　１

（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法 （ニ）
工事の着手および完成の予定年月日

（ホ）
工事予算

（消費税込み）

（へ）
債務引受限度額
（消費税込み）

備考

他の道路との連結位置及び接続の方法 うち
助成対象
基準額

（消費税込み）

他の道路の
路線名

接続の位置 接続の方法
工事の着手

年月日
工事の完成
予定年月日

－
本線
直結型

第一東海自動車道
静岡県浜松
市東区有玉
西町

市道有玉南
初生線及び
市道有玉西１
２号線

静岡県浜松
市東区有玉
西町

立体接続 平成25年7月5日 平成29年3月31日 917百万円 1,055百万円 －
三方原Ｐ
Ａ

第一東海自動車道
静岡県静岡
市駿河区宮
川

市道大谷改
良区７号線

静岡県静岡
市駿河区宮
川

立体接続 平成25年7月5日 平成30年3月31日 3,705百万円 4,147百万円

－
本線
直結型

第一東海自動車道
愛知県豊田
市西田町長
根山

市道上郷スマー
トインター１号線
及び市道上郷ス
マートインター２
号線

愛知県豊田
市永覚新町
及び愛知県
豊田市西田
町外林

立体接続 平成25年7月5日 平成29年3月31日 1,708百万円 2,067百万円 －
上郷
ＳＡ

第一東海自動車道
静岡県浜松
市西区呉松
町

県道引佐舘
山寺線及び
県道湖東舘
山寺線

静岡県浜松
市西区呉松
町

立体接続 平成25年7月5日 平成29年3月31日 1,670百万円 1,823百万円

－
小山ＰＡ
（仮称）

第二東海自動車道
横浜名古屋線

静岡県沼津
市根古屋

市道１９７０
号線及び市
道１９７１号
線

静岡県沼津
市根古屋

立体接続 平成25年7月5日 平成29年3月31日 723百万円 889百万円 －
駿河湾沼
津
ＳＡ

第二東海自動車道
横浜名古屋線

静岡県駿東
郡小山町大
御神

町道３６２８
号線及び町
道３９８４号
線

静岡県駿東
郡小山町大
御神

立体接続 平成25年7月5日 平成33年3月31日 883百万円 1,044百万円

－
本線
直結型

第二東海自動車道
横浜名古屋線

静岡県磐田
市敷地

市道下野部
敷地線

静岡県磐田
市敷地

立体接続 平成25年7月5日 平成29年3月31日 1,807百万円 1,970百万円



別　　紙　　１

（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法 （ニ）
工事の着手および完成の予定年月日

（ホ）
工事予算

（消費税込み）

（へ）
債務引受限度額
（消費税込み）

備考

他の道路との連結位置及び接続の方法 うち
助成対象
基準額

（消費税込み）

他の道路の
路線名

接続の位置 接続の方法
工事の着手

年月日
工事の完成
予定年月日

－
本線
直結型

近畿自動車道
敦賀線

福井県三方
上中郡若狭
町鳥浜

町道若狭梅
街道線

福井県三方
上中郡若狭
町鳥浜

立体接続 平成25年7月5日 平成30年3月31日 1,889百万円 2,179百万円 －
三方五湖
ＰＡ

北陸自動車道
石川県能美
市吉原釜屋
町

（仮称）市道
能美根上ス
マートイン
ター線

石川県能美
市吉原釜屋
町

立体接続 平成25年7月5日 平成30年3月31日 1,857百万円 2,191百万円

－
岐阜ＰＡ
（仮称）

一般国道４６８号
（首都圏中央連絡自動車
道）

東京都八王
子市美山町

市道川口３３
９号線

東京都八王
子市美山町

立体接続 平成25年7月5日 平成28年3月31日 984百万円 1,172百万円

一般国道４７５号
（東海環状自動車道）

岐阜県岐阜
市北野北

市道北野北
線

岐阜県岐阜
市北野北

立体接続 平成25年7月5日 平成33年3月31日 703百万円 986百万円

－
本線
直結型



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

東海北陸自動車道（西尾張ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙１－７８



１．工事の内容 　

（１）　路線名

東海北陸自動車道

（２）　工事の箇所

愛知県一宮市大和町

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

別　　紙　　１

西尾張インターチェンジ（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

大和町

県道岐阜稲沢線 愛知県一宮市 立体接続

路線名



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２１ 年 ９ 月 ５ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ３０ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

７８２

９５６

９４５

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－７９

（岐阜県郡上市白鳥町那留から岐阜県高山市清見町夏厩まで）に関する

東海北陸自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

東海北陸自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 岐阜県郡上市白鳥町那留 から

岐阜県高山市清見町夏厩 まで

（ロ）　延　　　　長 ４０．９ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

岐阜県郡上市白鳥町那留

岐阜県高山市清見町夏厩

８０ ４０．９

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

別　　紙　　１



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

※　切土部については、左側路肩を堆雪余裕幅として白鳥～高鷲２．０ｍ、高鷲～飛騨清見３．０ｍ拡幅する。

１．２５２．５０ ２．２５

１．５０

２．７５

２．７５

　摘　要工事施工

土工（掘割）部分
１．７５×２

１．７５

０．７５

１．７５

左　側

トンネル部分
―

橋梁高架部分

（中小橋） ３．５０

４ 車線 ４

摘 要
左　側 計 右　側

設　計　区　間

岐阜県郡上市白鳥町那留

用地買収

別　　紙　　１

４車線化

構造による区分

岐阜県高山市清見町夏厩

往復分離しない区間 往復分離する区間

１．００

０．７５

３．５０

―

計

車線

１．００

橋梁高架部分

（長大橋） １．００１．２５×２

１．７５×２



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

８５，９９１ 百万円（消費税込み）

路線名

－ － － －

別　　紙　　１

他の道路の 備　　　考接続の方法接続の位置



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

９６，３５２ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ９２，９４０ 百万円）（消費税込み）

３１

別　　紙　　１

２４

３１

５

３

１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

一般国道４７５号（東海環状自動車道）

別紙１－８０

（岐阜県関市広見から岐阜県大垣市桧町まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４７５号

（有料道路名　：　東海環状自動車道）

（２）　工事の箇所

(イ）　工事の区間 岐阜県関市広見 から

岐阜県大垣市桧町 まで

（ロ）　延　　　　長 ３５．３キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

別　　紙　　１

車線

岐阜県関市広見

２ 車線 ４

岐阜県大垣市桧町

設　計　区　間 工事施工 用地買収

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

　摘　要

岐阜県関市広見

１００ ３５．３

岐阜県大垣市桧町

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（リ）　中央帯の標準幅員 － メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

別　　紙　　１

３．７５

（長大橋） １．７５×２ ３．５０ ２．５０

（中小橋）

１．２５ ３．７５

橋梁高架部分

１．７５×２ ３．５０ ２．５０ １．２５

橋梁高架部分

３．７５

トンネル部分
１．７５×２ ３．５０ １．７５ １．２５ ３．００

計 左　側 右　側 計

土工（掘割）部分
１．７５×２ ３．５０ ２．５０ １．２５

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

関広見インターチェンジ

高富インターチェンジ（仮称）

岐阜インターチェンジ（仮称）

糸貫インターチェンジ（仮称）

大野神戸インターチェンジ（仮称）

大垣西インターチェンジ

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

県道 岐阜関ヶ原線
岐阜県安八郡神戸町大字
西座倉

立体接続

一般国道１５７号 岐阜県本巣市上保 立体接続

立体接続

都計道岐阜インター線 岐阜県岐阜市大学北 立体接続

別　　紙　　１

立体接続

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

一般国道２１号及び県道大垣環
状線

岐阜県大垣市桧町

路線名

一般国道４１８号 岐阜県関市広見

一般国道２５６号 岐阜県山県市大字西深瀬

立体接続

２６，４６４



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手(予定)年月日 平成 ３１ 年 ４ 月 １ 日

　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 平成 ３３ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）２７，３６９

２８，３６５

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

一般国道４７５号（東海環状自動車道）
（岐阜県大垣市桧町から岐阜県養老郡養老町大字飯積まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙１－８１



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４７５号

（有料道路名　：　東海環状自動車道）

（２）　工事の箇所

(イ）　工事の区間 岐阜県大垣市桧町 から

岐阜県養老郡養老町大字飯積 まで

（ロ）　延　　　　長 ６．０キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

　摘　要

岐阜県大垣市桧町

１００ ６．０

岐阜県養老郡養老町大字飯積

４

岐阜県養老郡養老町大字飯積

設　計　区　間 工事施工 用地買収

別　　紙　　１

車線

岐阜県大垣市桧町

２ 車線



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（リ）　中央帯の標準幅員 － メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

大垣西インターチェンジ

養老ジャンクション立体接続

一般国道２１号及び県道大垣環状線

中央自動車道　西宮線
岐阜県養老郡養老町大字
飯積

路線名

岐阜県大垣市桧町 立体接続

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側 右　側 計

土工（掘割）部分
- - - - -

トンネル部分
- - - - -

（中小橋）

- -

橋梁高架部分

- - - -

橋梁高架部分

-

（長大橋） １．７５×２ ３．５０ -

別　　紙　　１



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の年月日

①工事の着手年月日 平成 ２４ 年 ３ 月 １ 日

　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成年月日 平成 ２４ 年 ９ 月 １５ 日

平成 ２６ 年 ５ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

（供用開始）

（残事業完成）

１，６１６

１，５３４

１，６１６
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（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－８２

（岐阜県養老郡養老町大字飯積から三重県員弁郡東員町大字長深まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

一般国道４７５号（東海環状自動車道）



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４７５号

（有料道路名　：　東海環状自動車道）

（２）　工事の箇所

(イ）　工事の区間 岐阜県養老郡養老町大字飯積 から

三重県員弁郡東員町大字長深 まで

（ロ）　延　　　　長 ３４．１キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

別　　紙　　１

車線

岐阜県養老郡養老町大字飯積

２ 車線

３４．１

三重県員弁郡東員町大字長深

４

三重県員弁郡東員町大字長深

設　計　区　間 工事施工 用地買収

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

　摘　要

岐阜県養老郡養老町大字飯積

１００



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（リ）　中央帯の標準幅員 － メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）
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-

（長大橋） １．７５×２ ３．５０ - - -

橋梁高架部分

１．７５×２ ３．５０ - -

橋梁高架部分

トンネル部分
１．７５×２ ３．５０ - - -

（中小橋）

土工（掘割）部分
１．７５×２ ３．５０ - - -

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側 右　側 計



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

養老ジャンクション

養老インターチェンジ（仮称）

北勢インターチェンジ（仮称）

大安インターチェンジ（仮称）

東員インターチェンジ（仮称）

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）２５，７６９

一般国道３６５号
三重県いなべ市大安町高
柳

立体接続

三重県員弁郡東員町大字
長深

立体接続

一般国道306号及び一般国道365
号

三重県いなべ市北勢町阿
下喜

立体接続

県道　養老平田線 岐阜県養老郡養老町口ヶ島

別　　紙　　１

備　　　考

中央自動車道　西宮線
岐阜県養老郡養老町大字
飯積

立体接続

他の道路の 接続の位置 接続の方法

立体接続一般国道３６５号

路線名



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手（予定）年月日

イ 岐阜県養老郡養老町大字飯積　から　岐阜県海津市南濃町庭田まで

平成　３１年　４月　１日

ロ 岐阜県海津市南濃町庭田　から　三重県いなべ市北勢町二之瀬　まで　

平成　２８年　４月　１日

ハ 三重県いなべ市北勢町二之瀬　から　三重県員弁郡東員町大字長深　まで

平成　３１年　４月　１日

　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 平成 ３３ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）
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２７，０３７

２８，１８９



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

（三重県員弁郡東員町大字長深から三重県四日市市北山町まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

一般国道４７５号（東海環状自動車道）

別紙１－８３



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４７５号

（有料道路名　：　東海環状自動車道）

（２）　工事の箇所

(イ）　工事の区間 三重県員弁郡東員町大字長深 から

三重県四日市市北山町 まで

（ロ）　延　　　　長 １．４キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)
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（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

　摘　要

三重県員弁郡東員町大字長深

１００ １．４

三重県四日市市北山町

４

三重県四日市市北山町

設　計　区　間 工事施工 用地買収

車線
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車線

三重県員弁郡東員町大字長深

２



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（リ）　中央帯の標準幅員 ４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

東員インターチェンジ（仮称）

四日市北ジャンクション（仮称）立体接続近畿自動車道　名古屋神戸線 三重県四日市市北山町

路線名

一般国道３６５号
三重県員弁郡東員町大字
長深

立体接続

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側 右　側 計

土工（掘割）部分
２．５０×２ ５．００ - - -

トンネル部分
- - - - -

- -

橋梁高架部分

- - - -

橋梁高架部分

-

（長大橋） ２．５０×２ ５．００

（中小橋）

-
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（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手（予定）年月日

イ　三重県員弁郡東員町大字長深 （東員ＩＣ地下通路部）

　 平成　２７　年　　１　月　　１　日

ロ　三重県員弁郡東員町大字長深 （東員ＩＣ料金所部）

　 平成　２７　年　　４　月　　１　日

ハ　三重県員弁郡東員町大字長深 （東員ＩＣ　Ｄランプ部）

　 平成　２７　年　　４　月　　１　日

二　三重県員弁郡東員町大字長深 （東員ＩＣ　Ｅランプ部）

　 平成　２７　年　　６　月　　１　日

ホ　三重県員弁郡東員町大字長深 （東員ＩＣ　Ａ・Ｄランプ部）

　 平成　２７　年　　７　月　１５　日

へ　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県員弁郡東員町大字長深まで （上り線：No.18+0.0～No.7+12.0）

　 平成　２７　年　　４　月　　１　日

２，９８２
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ト　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県四日市市小牧町まで （上り線：No.7+12.0～STA．3+40.0）

　 平成　２７　年　　７　月　１５　日

チ　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県四日市市小牧町まで （下り線：No.18.+0.0～STA．3+40.0）

　 平成　２７　年　　７　月　１５　日

リ　三重県四日市市北山町 （四日市北ＪＣＴ　Ｂ・Ｄランプ）

　 平成　２７　年　　４　月　　１　日

ヌ　三重県四日市市北山町 （四日市北ＪＣＴ　Ｄランプ）

　 平成　２７　年　１２　月　　１　日

ル　三重県四日市市北山町 （四日市北ＪＣＴ　Ｄランプ）

　 平成　２７　年　１２　月　　１　日

ヲ　三重県四日市市北山町 （四日市北ＪＣＴ　Ｄランプ）

　 平成　２８　年　　１　月　　１　日

ワ　三重県四日市市小牧町から三重県四日市市北山町 （四日市北ＪＣＴ　Ｂランプ）

　 平成　２８　年　　１　月　　１　日

・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が、一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

別　　紙　　１



②工事の完成予定年月日 平成 ２８ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）３，１２５

別　　紙　　１

３，１４２



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－８４

（東京都三鷹市北野から東京都世田谷区大蔵まで）に関する

中央自動車道　富士吉田線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　富士吉田線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 東京都三鷹市北野 から

東京都世田谷区大蔵 まで

（ロ）　延　　　　長 ６．４ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 直轄事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 ２ 種 第 １ 級 (道路構造令)

（ハ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

東京都三鷹市北野

東京都世田谷区大蔵

８０ ６．４



（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．２５メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

橋梁高架部分

（長大橋）

橋梁高架部分

（中小橋）

トンネル部分

往復分離しない区間

土工（掘割）部分

構造による区分

２．５０ ３．２５０．７５

計

車線

計

往復分離する区間

左　側

６

　摘　要

車線 ６

東京都世田谷区大蔵

別　　紙　　１

工事施工設　計　区　間

東京都三鷹市北野

用地買収

右　側左　側
摘 要



（チ）　付加車線の標準幅員 メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

メートル （土工部）

メートル （橋梁部）

（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

本線

中央ジャンクション（仮称）

東名ジャンクション（仮称）

（４）　工事予算

２２０，１００ 百万円（消費税込み）

備　　　考

東京都三鷹市北野

平面接続

接続の位置 接続の方法

富士吉田線

中央自動車道

別　　紙　　１

他の道路の

路線名

関越自動車道

新潟線

東京都三鷹市北野

立体接続

第一東海自動車道 東京都世田谷区大蔵 立体接続



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手（予定）年月日

イ 東京都三鷹市北野から東京都世田谷区成城

平成 年 月 日

ロ 東京都世田谷区成城から東京都世田谷区喜多見

平成 年 月 日

ロ’ 東京都世田谷区成城から東京都世田谷区喜多見

平成 年 月 日

ハ 東京都世田谷区喜多見から東京都世田谷区大蔵

平成 年 月 日

・なお、直轄事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が直轄事業者から事業引き継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２５４，５９０ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２５０，４４７ 百万円）（消費税込み）

３１

１７

３３ ３

２４

３０

５

１０ 1

２４ ５ １７
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３０ １０ 1



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

近畿自動車道伊勢線
（愛知県名古屋市中川区島井町から愛知県海部郡飛島村木場まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙１－８５



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　伊勢線

（２）　工事の箇所

(イ）　工事の区間 愛知県名古屋市中川区島井町 から

愛知県海部郡飛島村木場 まで

（ロ）　延　　　　長 １２．２キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 直轄事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 ２ 種 第 １ 級 (道路構造令)
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（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

愛知県名古屋市中川区島井町

４ 車線

別　　紙　　１

車線

設　計　区　間 工事施工

愛知県名古屋市中川区島井町

６０ １２．２

愛知県海部郡飛島村木場

４

愛知県海部郡飛島村木場

用地買収

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

　摘　要



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 － メートル

（リ）　中央帯の標準幅員 － メートル （土工部）

２．２５ メートル （橋梁部）

－

２．５０ －

－ －

トンネル部分

－
土工（掘割）部分

－

（長大橋） １．２５×２

（中小橋）

－ －

橋梁高架部分

－

橋梁高架部分
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－ － －

－ －

－

－ －

－

摘 要
左　側 計 左　側 右　側 計

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

富田インターチェンジ（仮称）

南陽インターチェンジ（仮称）

名四西インターチェンジ（仮称）

飛島ジャンクション（仮称）

飛島ジャンクション（仮称）

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

近畿自動車道 名古屋神戸線 愛知県海部郡飛島村木場 立体接続

市道高速１号
（名古屋高速道路）

愛知県名古屋市中川区島
井町

立体接続

立体接続

名古屋西ジャンクション

名古屋西ジャンクション

一般国道３０２号

一般国道３０２号
愛知県名古屋市中川区か
の里及び愛知県名古屋市
港区西蟹田

一般国道３０２号
(伊勢湾岸道路)

愛知県海部郡飛島村木場

立体接続

立体接続

他の道路の

別　　紙　　１

平面接続
及び立体接続

愛知県名古屋市港区南陽
町大字茶屋新田

接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

近畿自動車道 名古屋亀山線
愛知県名古屋市中川区島
井町

一般国道３０２号
愛知県名古屋市中川区服
部

名古屋西ジャンクション南イン
ターチェンジ（仮称）

立体接続

立体接続

３１，６５５

一般国道３０２号
愛知県海部郡飛島村大字
梅之郷



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手(予定)年月日

イ 愛知県名古屋市中川区島井町　から　愛知県名古屋市中川区島井町　まで

平成　２４年　５月　１日

ロ 愛知県名古屋市中川区島井町　から　愛知県海部郡飛島村木場　まで

平成　２９年　４月　１日

ハ 愛知県海部郡飛島村木場　から　愛知県海部郡飛島村木場　まで

平成　２４年　５月　１日

・なお、直轄事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が直轄事業者から事業引き継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 平成 ３１ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）３２，８５５

３５，０５５

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－８６

第一東海自動車道（横浜青葉ＪＣＴ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第一東海自動車道

（２）　工事の箇所

神奈川県横浜市青葉区下谷本町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

横浜青葉ジャンクション（仮称）横浜市道高速横浜環状北西線 神奈川県横浜市 立体接続

（首都高速道路） 青葉区下谷本町

接続の方法他の道路の 接続の位置 備　　　考

路線名

別　　紙　　１



（４）　工事予算

４６１ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日

平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日

平成 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

５２３ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ５１１ 百万円）（消費税込み）

１

３４ ３ ３１

５２４

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－８７

中央自動車道西宮線（甲府中央スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　西宮線

（２）　工事の箇所

山梨県甲府市大津町

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

県道２９号甲府中央右左口線 山梨県甲府市 立体接続

路線名

大津町

別　　紙　　１

甲府中央スマートインターチェンジ（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ３２ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

３，７７４

３，３４７



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－８８

中央自動車道西宮線（小黒川スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　西宮線

（２）　工事の箇所

長野県伊那市西町

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

市道I1683号線、市道I1684号線、 長野県伊那市西町 立体接続

路線名

市道I1685号線、市道I1686号線

別　　紙　　１

小黒川スマートインターチェンジ（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手（予定）年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ２９ 年 ９ 月 ３０ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

９２１

８０７



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－８９

中央自動車道西宮線（駒ヶ岳スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　西宮線

（２）　工事の箇所

長野県駒ヶ根市赤穂

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

長野県駒ヶ根市赤穂 立体接続

路線名

別　　紙　　１

駒ヶ岳スマートインターチェンジ（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

市道1-1105号線及び

市道1-1106号線



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ３０ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

１，１１０

９９６



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－９０

第二東海自動車道横浜名古屋線（山北スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道横浜名古屋線

（２）　工事の箇所

神奈川県足柄上郡山北町川西

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

町道10号河内川谷戸線 神奈川県足柄上郡 立体接続

路線名

山北町川西

別　　紙　　１

山北スマートインターチェンジ（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ３３ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

８６０

７５２



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－９１

一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道）（厚木PAスマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４６８号

（有料道路名　：　首都圏中央連絡自動車道）

（２）　工事の箇所

神奈川県厚木市山際 から

神奈川県厚木市関口 まで

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

立体接続

路線名

市道2-46号線及び

市道B-266号線

神奈川県厚木市山際及び

神奈川県厚木市関口

別　　紙　　１

厚木PAスマートインターチェンジ（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ３１ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

１，４３９

１，２７５



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－９２

一般国道４７５号（東海環状自動車道）（海津スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４７５号

（有料道路名　：　東海環状自動車道）

（２）　工事の箇所

岐阜県海津市南濃町志津新田

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

路線名

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

立体接続 海津スマートインターチェンジ（仮称）（仮称）海津34421号線 岐阜県海津市

南濃町志津新田



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ３３ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

９６８

８３７



 

 別紙２を次のとおり改める。 

 



別紙２

修繕に係る工事の内容

（機構法第１３条第１項第２号に定める協定記載事

（協定第４条第２項関連



　工事の内容　

　  1．橋梁修繕

　  2．トンネル修繕

　  ３．のり面修繕 

　  ４．土工修繕

　  ５．舗装修繕

　  ６．交通安全施設修繕

　  ７．交通管理施設修繕

　  ８．渋滞対策

　  ９．休憩施設修繕

　１０．雪氷対策施設修繕

　１１．震災対策

　１２．環境対策

　１３．トンネル防災

　１４．のり面防災

　１５．雪害対策

　１６．のり面付属物設置

　１７．橋梁付属物設置

　１８．トンネル施設修繕

　１９．電気施設修繕

　２０．通信施設修繕

　２１．建築施設修繕

　２２．機械施設修繕

別紙２

工事の内容

会社が行う高速道路の管理のうち、修繕に係る工事（機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る）で行う工事の内容は、以
下のとおり。
ただし、固定資産について支出する金額で、

①当該資産の使用可能期間を延長させる（耐久性を増す）部分に対応する金額、

②その支出の時における当該資産の価額を増加させる（価値を高める）部分に対応する金額、
の何れかに該当するものに限る。

会社が行う高速道路の管理のうち、修繕に係る工事（特定更新等工事を除き、機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるもの
に限る）で行う工事の内容は、以下のとおり。

ただし、固定資産について支出する金額で、

①当該資産の使用可能期間を延長させる（耐久性を増す）部分に対応する金額、
②その支出の時における当該資産の価額を増加させる（価値を高める）部分に対応する金額、
の何れかに該当するものに限る。
（ただし、災害復旧に係る部分を除く。）



 

別紙３を次のとおり改める。 



修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙３

（協定第５条第２項関連）

（機構法第１３条第１項第４号に定める協定記載事項）



修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額

（消費税込み）

年度 債務引受限度額

Ｈ１８ 14,696百万円

Ｈ１９ 24,995百万円

Ｈ２０ 27,416百万円

Ｈ２１ 32,076百万円

Ｈ２２ 21,467百万円

Ｈ２３ 19,581百万円

Ｈ２４ 31,785百万円

Ｈ２５ 48,923百万円

Ｈ２６ 41,311百万円

Ｈ２７ 99,671百万円

Ｈ２８ 53,624百万円

Ｈ２９ 73,925百万円

Ｈ３０ 55,026百万円

Ｈ３１ 65,220百万円

Ｈ３２ 34,473百万円

Ｈ３３ 37,281百万円

Ｈ３４ 37,528百万円

Ｈ３５ 40,568百万円

Ｈ３６ 38,050百万円

Ｈ３７ 37,860百万円

Ｈ３８ 38,401百万円

Ｈ３９ 38,218百万円

Ｈ４０ 38,229百万円

Ｈ４１ 38,352百万円

Ｈ４２ 39,869百万円

Ｈ４３ 39,028百万円

Ｈ４４ 40,315百万円

Ｈ４５ 38,823百万円

Ｈ４６ 38,912百万円

Ｈ４７ 38,820百万円

Ｈ４８ 38,916百万円

Ｈ４９ 39,206百万円

Ｈ５０ 38,724百万円

Ｈ５１ 38,769百万円

Ｈ５２ 38,782百万円

Ｈ５３ 38,775百万円

Ｈ５４ 38,807百万円

Ｈ５５ 39,182百万円

Ｈ５６ 38,630百万円

Ｈ５７ 38,503百万円

Ｈ５８ 38,507百万円

Ｈ５９ 38,478百万円

Ｈ６０ 38,552百万円

Ｈ６１ 38,369百万円

Ｈ６２ 38,660百万円

Ｈ６３ 38,646百万円

Ｈ６４ 38,696百万円

Ｈ６５ 39,175百万円

Ｈ６６ 38,589百万円

Ｈ６７ 38,443百万円

Ｈ６８ 38,387百万円

Ｈ６９ 38,326百万円

Ｈ７０ 38,398百万円

Ｈ７１ 38,203百万円

Ｈ７２ 8,704百万円

（注2）上記記載の債務引受限度額については、限度額に残余が生じた場合
は、繰り越しを認めるものとする。

（注1）平成１８年度から平成２５年度までは実績値を記載している。



 

別紙４を次のとおり改める。 



災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額

別紙４

（協定第6条第1項関連）

（機構法第13条第1項第5号に定める協定記載事項）



災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額

（消費税込み）

債務引受限度額 81,548百万円



 

別紙５を次のとおり改める。 

 



別紙５
（協定第7条第1項関連）

（機構法第12条第1項第6号に定める協定記載事項）

無利子貸付けの貸付計画



年度
H26 14百万円

H27 397百万円

H28 741百万円

H29 726百万円

H30 833百万円

H31 776百万円

H32 519百万円

H33 0百万円

H34 0百万円

H35 0百万円

H36 0百万円

H37 0百万円

H38 0百万円

H39 0百万円

H40 0百万円

H41 0百万円

H42 0百万円

H43 0百万円

H44 0百万円

H45 0百万円

H46 0百万円

H47 0百万円

H48 0百万円

H49 0百万円

H50 0百万円

H51 0百万円

H52 0百万円

H53 0百万円

H54 0百万円

H55 0百万円

H56 0百万円

H57 0百万円

H58 0百万円

H59 0百万円

H60 0百万円

H61 0百万円

H62 0百万円

H63 0百万円

H64 0百万円

H65 0百万円

H66 0百万円

H67 0百万円

H68 0百万円

H69 0百万円

H70 0百万円

H71 0百万円

H72 0百万円

無利子貸付計画額

中日本高速道路株式会社に対する無利子貸付けの貸付計画



 

別紙６を次のとおり改める。 

 

 



道路資産の貸付料の額

別紙６

（協定第９条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第７号に定める協定記載事項）



中日本高速道路株式会社に対する道路資産の貸付料

（消費税込み）

うち盛土・切土・
のり面構造物等分

うち橋梁・
トンネル等分

(472,195百万円） (86,431百万円） (307,137百万円） (81,338百万円） (225,799百万円）

484,094百万円 74,294百万円 316,083百万円 69,250百万円 246,833百万円

(482,966百万円） (96,496百万円） (342,904百万円） (90,810百万円） (252,094百万円）

484,615百万円 80,890百万円 344,144百万円 75,398百万円 268,746百万円

(466,881百万円） (94,180百万円） (334,674百万円） (88,630百万円） (246,044百万円）

456,343百万円 76,802百万円 326,751百万円 71,587百万円 255,164百万円

(355,494百万円） (70,563百万円） (250,751百万円） (66,405百万円） (184,346百万円）

329,680百万円 54,376百万円 231,341百万円 50,684百万円 180,657百万円

(350,323百万円） (69,626百万円） (247,421百万円） (65,524百万円） (181,897百万円）

340,782百万円 52,677百万円 224,113百万円 49,100百万円 175,012百万円

(352,605百万円） (57,106百万円） (242,956百万円） (53,229百万円） (189,727百万円）

355,511百万円 57,620百万円 245,142百万円 53,708百万円 191,434百万円

(346,816百万円） (55,233百万円） (234,987百万円） (51,483百万円） (183,504百万円）

365,770百万円 58,584百万円 249,243百万円 54,606百万円 194,637百万円

(348,386百万円） (44,204百万円） (188,066百万円） (41,203百万円） (146,863百万円）

376,626百万円 53,781百万円 228,811百万円 50,130百万円 178,682百万円

(441,426百万円） (62,649百万円） (266,540百万円） (58,396百万円） (208,144百万円）

497,404百万円 77,967百万円 331,710百万円 72,674百万円 259,036百万円

Ｈ２７ 454,558百万円 62,325百万円 265,162百万円 58,094百万円 207,068百万円

Ｈ２８ 484,981百万円 73,411百万円 312,325百万円 68,427百万円 243,898百万円

Ｈ２９ 489,340百万円 62,497百万円 265,890百万円 58,253百万円 207,637百万円

Ｈ３０ 491,104百万円 62,465百万円 265,756百万円 58,224百万円 207,532百万円

Ｈ３１ 492,774百万円 59,823百万円 254,515百万円 55,761百万円 198,754百万円

Ｈ３２ 492,342百万円 62,816百万円 267,252百万円 58,552百万円 208,700百万円

Ｈ３３ 487,348百万円 61,979百万円 263,689百万円 57,771百万円 205,918百万円

Ｈ３４ 490,973百万円 63,164百万円 268,732百万円 58,876百万円 209,856百万円

Ｈ３５ 495,282百万円 63,318百万円 269,386百万円 59,019百万円 210,367百万円

Ｈ３６ 491,849百万円 62,306百万円 265,082百万円 58,076百万円 207,006百万円

Ｈ３７ 492,182百万円 61,550百万円 261,864百万円 57,371百万円 204,493百万円

Ｈ３８ 491,298百万円 61,703百万円 262,516百万円 57,514百万円 205,002百万円

Ｈ３９ 491,759百万円 61,529百万円 261,775百万円 57,352百万円 204,423百万円

Ｈ４０ 489,106百万円 59,474百万円 253,034百万円 55,437百万円 197,597百万円

Ｈ４１ 487,920百万円 66,842百万円 284,378百万円 62,304百万円 222,074百万円

Ｈ４２ 486,793百万円 78,880百万円 335,592百万円 73,524百万円 262,068百万円

Ｈ４３ 483,989百万円 78,533百万円 334,116百万円 73,201百万円 260,915百万円

Ｈ４４ 477,738百万円 77,200百万円 328,448百万円 71,959百万円 256,489百万円

Ｈ４５ 472,950百万円 76,618百万円 325,970百万円 71,416百万円 254,554百万円

Ｈ４６ 468,786百万円 75,866百万円 322,771百万円 70,715百万円 252,056百万円

Ｈ４７ 466,144百万円 75,416百万円 320,854百万円 70,295百万円 250,559百万円

Ｈ４８ 460,481百万円 74,398百万円 316,525百万円 69,347百万円 247,178百万円

Ｈ４９ 456,562百万円 73,654百万円 313,359百万円 68,653百万円 244,706百万円

Ｈ５０ 452,577百万円 73,035百万円 310,726百万円 68,076百万円 242,650百万円

Ｈ５１ 449,658百万円 72,511百万円 308,497百万円 67,588百万円 240,909百万円

Ｈ５２ 443,512百万円 71,423百万円 303,867百万円 66,574百万円 237,293百万円

Ｈ５３ 439,359百万円 70,690百万円 300,750百万円 65,891百万円 234,859百万円

Ｈ５４ 435,712百万円 70,040百万円 297,982百万円 65,284百万円 232,698百万円

Ｈ５５ 433,216百万円 69,532百万円 295,825百万円 64,812百万円 231,013百万円

Ｈ５６ 427,658百万円 68,647百万円 292,060百万円 63,987百万円 228,073百万円

Ｈ５７ 423,033百万円 67,853百万円 288,678百万円 63,246百万円 225,432百万円

Ｈ５８ 418,992百万円 67,138百万円 285,637百万円 62,580百万円 223,057百万円

Ｈ５９ 416,464百万円 66,696百万円 283,758百万円 62,168百万円 221,590百万円

Ｈ６０ 411,139百万円 65,742百万円 279,699百万円 61,279百万円 218,420百万円

Ｈ６１ 407,483百万円 65,128百万円 277,086百万円 60,706百万円 216,380百万円

Ｈ６２ 402,911百万円 64,269百万円 273,430百万円 59,905百万円 213,525百万円

Ｈ６３ 400,041百万円 63,764百万円 271,283百万円 59,435百万円 211,848百万円

Ｈ６４ 394,628百万円 62,799百万円 267,176百万円 58,535百万円 208,641百万円

Ｈ６５ 390,148百万円 61,922百万円 263,447百万円 57,718百万円 205,729百万円

Ｈ６６ 385,671百万円 61,234百万円 260,521百万円 57,077百万円 203,444百万円

Ｈ６７ 382,397百万円 60,682百万円 258,170百万円 56,562百万円 201,608百万円

Ｈ６８ 377,189百万円 59,771百万円 254,295百万円 55,713百万円 198,582百万円

Ｈ６９ 373,130百万円 59,065百万円 251,290百万円 55,055百万円 196,235百万円

Ｈ７０ 369,206百万円 58,358百万円 248,285百万円 54,396百万円 193,889百万円

Ｈ７１ 366,781百万円 57,964百万円 246,608百万円 54,029百万円 192,579百万円

Ｈ７２ 38,121百万円 5,094百万円 21,671百万円 4,748百万円 16,923百万円

うち土地・家屋分

Ｈ２２

年度
構築物等分

貸付料

(注1）平成１８年度から平成２５年度までの上段（　　）内は計画値、下段は実績値を、平成２６年度の上段（　　）内は
計画値、下段は実績見込み値を記載している。

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６

Ｈ１８

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２１



 

別紙７を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



計画料金収入の額

別紙７

（協定第１０条第１項関連）



中日本高速道路株式会社における計画料金収入

（消費税込み）

年度 計画料金収入

(589,562百万円）

607,357百万円

(599,122百万円）

606,762百万円

(585,472百万円）

569,080百万円

(477,225百万円）

446,639百万円

(475,906百万円）

461,606百万円

(474,594百万円）

482,245百万円

(476,380百万円）

500,097百万円

(480,109百万円）

513,150百万円

(579,896百万円）

641,673百万円

Ｈ２７ 599,015百万円

Ｈ２８ 630,345百万円

Ｈ２９ 635,410百万円

Ｈ３０ 637,692百万円

Ｈ３１ 641,786百万円

Ｈ３２ 641,773百万円

Ｈ３３ 643,234百万円

Ｈ３４ 645,599百万円

Ｈ３５ 649,389百万円

Ｈ３６ 645,613百万円

Ｈ３７ 643,912百万円

Ｈ３８ 642,700百万円

Ｈ３９ 643,235百万円

Ｈ４０ 640,270百万円

Ｈ４１ 639,057百万円

Ｈ４２ 637,841百万円

Ｈ４３ 635,204百万円

Ｈ４４ 629,108百万円

Ｈ４５ 624,740百万円

Ｈ４６ 620,372百万円

Ｈ４７ 617,684百万円

Ｈ４８ 611,634百万円

Ｈ４９ 607,266百万円

Ｈ５０ 602,899百万円

Ｈ５１ 600,166百万円

Ｈ５２ 594,163百万円

Ｈ５３ 589,796百万円

Ｈ５４ 585,432百万円

Ｈ５５ 582,650百万円

Ｈ５６ 576,696百万円

Ｈ５７ 572,331百万円

Ｈ５８ 567,965百万円

Ｈ５９ 565,137百万円

Ｈ６０ 559,233百万円

Ｈ６１ 554,867百万円

Ｈ６２ 550,498百万円

Ｈ６３ 547,657百万円

Ｈ６４ 541,876百万円

Ｈ６５ 537,616百万円

Ｈ６６ 533,390百万円

Ｈ６７ 530,637百万円

Ｈ６８ 525,038百万円

Ｈ６９ 520,910百万円

Ｈ７０ 516,817百万円

Ｈ７１ 514,150百万円

Ｈ７２ 115,791百万円

(注1）平成１８年度から平成２５年度までの上段（　　）内は計画値、下段は実績値を、平成２６年度の上
段（　　）内は計画値、下段は実績見込み値を記載している。

Ｈ２３

Ｈ１８

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６



別紙８中、「機構法第１３条第１項第７号に定める協定記載事項」を「機構法第１３条第１項第８号に定

める協定記載事項」に改める。 

 

別紙８中、１．（１）②イの次表を次のとおり改める。 

車種 

区間 
普通車 大型車 特大車 

藤沢～茅ヶ崎中央  291.263 446.602 1,095.239

藤沢～茅ヶ崎西  291.263 446.602 1,095.239

茅ヶ崎中央～茅ヶ崎西  97.088 145.632 349.515

茅ヶ崎西～茅ヶ崎海岸  97.088 145.632 349.515

茅ヶ崎西～大磯  291.263 446.602 1,095.239

平塚～大磯  291.263 446.602 1,095.239

（注１）上表において「普通車」、「大型車」及び「特大車」とあるのは、それぞれ別添１－２の自

動車の車種区分をいう。 

    （注２）供用されていない区間の料金の額については、供用開始の日から適用する。 

 

別紙８中、１．（２）①ロ（ニ）を削る。 

 

別紙８中、１．（２）②ロ（イ）のうち、「平成２７年３月３１日」を「平成２８年３月３１日」に改める。 

 

別紙８中、１．（２）⑥ハを削る。 

 

別紙８中、１.（２）⑦イのうち、「及び平成２６年４月２８日」を削る。 

 

別紙８中、１.（２）⑦ロ（イ）のうち、「（平成２６年４月１日から平成２６年６月３０日までの割引率

は５０パーセント）」を削る。 

 

別紙８中、１.（２）⑦ロ（ロ）のうち、「（ただし、平成２６年４月１日から平成２６年６月３０日まで

は５０）」を削る。 

 

別紙８中、１．（２）⑩ニを次のとおり改める。 

ニ 対象インターチェンジ 

Ａインターチェンジ 東海環状自動車道の各インターチェンジ。 

Ｂインターチェンジ 第一東海自動車道の豊田インターチェンジから小牧インターチ

ェンジまでの間の各インターチェンジ、東海北陸自動車道の一

宮西インターチェンジから美濃インターチェンジまでの間の各

インターチェンジ、第二東海自動車道横浜名古屋線の岡崎東イ

ンターチェンジから名古屋南インターチェンジまでの間の各イ

ンターチェンジ並びに中央自動車道西宮線の土岐インターチェ

ンジから小牧ジャンクションまでの間の各インターチェンジ及

び一宮インターチェンジから関ヶ原インターチェンジまでの間

の各インターチェンジ。ただし、東海環状自動車道の東員イン

ターチェンジから四日市北ジャンクションまでの間が供用した

場合は、近畿自動車道名古屋亀山線の名古屋西インターチェン

ジから四日市ジャンクションまでの間の各インターチェンジ及

び近畿自動車道名古屋神戸線の飛島インターチェンジから菰野

インターチェンジまでの間の各インターチェンジも対象インタ

ーチェンジとする。 

 

別紙８中、２．のうち、「平成６２年８月２７日」を「平成７２年６月２２日」に改める。 

 

別紙８中、別添３第二東海自動車道横浜名古屋線（海老名南ジャンクション・東海間）のうち、「額田」

を「岡崎東」に改める。 



別紙特１及び別紙特２を加える。 



 

（協定第４条第３項） 

（機構法第１３条第１項第３号に定める協定記載事項） 

 

 

 

 

特定更新等工事の内容 
 

 

 

 

 

 

 

別紙特１ 



１．工事の内容 

（１）路線名及び工事の区間 

（イ）路線名 

（ロ）工事の区間 

起点 終点 

高速自動車国道 中央自動車道 富士吉田線 東京都杉並区上高井戸 山梨県富士吉田市上吉田 

高速自動車国道 中央自動車道 西宮線 山梨県大月市大月町花咲 滋賀県東近江市尻無町（八日市インターチェンジを含む）

高速自動車国道 中央自動車道 長野線 長野県岡谷市川岸 長野県安曇野市豊科高家（安曇野インターチェンジを含む） 

高速自動車国道 第一東海自動車道 東京都世田谷区砧公園 愛知県小牧市大字村中 

高速自動車国道 東海北陸自動車道 愛知県一宮市大和町北高井 富山県小矢部市水島 

高速自動車国道 第二東海自動車道 横浜名古屋線 愛知県豊田市岩倉町 愛知県東海市新宝町 

高速自動車国道 北陸自動車道 富山県下新川郡朝日町月山（朝日インターチェンジを含む） 滋賀県米原市三吉 

高速自動車国道 近畿自動車道 伊勢線 愛知県亀山市関町木崎 三重県伊勢市楠部町 

高速自動車国道 近畿自動車道 名古屋亀山線 愛知県名古屋市緑区大高町 三重県亀山市木下町 

高速自動車国道 近畿自動車道 名古屋神戸線 愛知県海部郡飛島村木場 滋賀県甲賀市甲賀町岩室（甲賀土山インターチェンジを含まない） 

高速自動車国道 近畿自動車道 尾鷲多気線 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 三重県多気郡多気町丹生 

一般国道１号（新湘南バイパス） 神奈川県藤沢市城南 神奈川県茅ケ崎市柳島 

一般国道１号（西湘バイパス） 神奈川県中郡二宮町二宮 神奈川県小田原市風祭 

一般国道２７１号（小田原厚木道路） 神奈川県小田原市板橋 神奈川県厚木市酒井 

一般国道３０２号（伊勢湾岸道路） 愛知県東海市新宝町 愛知県海部郡飛島村金岡 

一般国道４７５（東海環状自動車道） 愛知県豊田市岩倉町山ノ神 岐阜県関市広見町 

 

 

 

 



（２）工事内容 

会社が行う高速道路の管理のうち、特定更新等工事で行う工事の内容は、以下のとおり 

・損傷、腐食その他の劣化等に対して構造物全体の修繕を実施するもの 

区分 項目 工事概要 延長 工事予算 

橋梁更新 

床版 
・橋梁の床版取替、床版全面打替え 

・上記に付随する橋梁附属物及び橋梁上の工作物の補修、取替え 

７４ 

キロメートル

６９６，１３０

百万円 

桁 
・橋梁の上部構造の取替え 

・上記に付随する橋梁附属物及び橋梁上の工作物の補修、取替え 
― ― 

橋梁修繕 

床版 

・橋梁の床版の補修、補強（床版増厚、炭素繊維補強、剥落防止対策、ＳＦＲＣ、高性能床版

防水、表面被覆、電気化学的防食、鋼床版の疲労亀裂補修・補強等） 

・上記に付随する橋梁附属物及び橋梁上の工作物の補修、取替え 

１００ 

キロメートル

３８，７０２ 

百万円 

桁 

・橋梁の上部構造の補修、補強（炭素繊維補強、剥落防止対策、外ケーブル補強、表面被

覆、電気化学的防食、鋼構造物の疲労亀裂補修・補強等） 

・上記に付随する橋梁附属物及び橋梁上の工作物の補修、取替え 

５９ 

キロメートル

１３１，９１９

百万円 

土構造物修繕 
盛土 

切土 

・土構造物（盛土、切土）の補修、補強（グラウンドアンカー、水抜ボーリング、砕石縦排水等）

及びのり面排水施設の補修、補強（用排水溝、跳水防止対策等）等、土構造物全体の安定性

を確保する対策 

・上記に付随する附属物の補修、取替え 

４，９７７ 

箇所 

７３，７７０ 

百万円 

トンネル修繕 
本体 

覆工 

・トンネル本体の補修、補強（インバートの設置等）及びトンネル覆工コンクリートの補修、補強

（炭素繊維補強、ロックボルト補強、内巻補強、剥落防止対策、背面空洞注入等）等、トンネル

全体の安定性を確保する対策 

・上記に付随する附属物の補修、取替え 

３５ 

キロメートル

６９，６２８ 

百万円 

 



特定更新等工事に係る工事に要する費用に係る

債務引受限度額

別紙特２

（協定第5条第3項関連）

（機構法第13条第1項第4号に定める協定記載事項）



（消費税込み）

年度 債務引受限度額

Ｈ２７ 1,148百万円

Ｈ２８ 13,927百万円

Ｈ２９ 56,356百万円

Ｈ３０ 75,660百万円

Ｈ３１ 81,608百万円

Ｈ３２ 93,995百万円

Ｈ３３ 91,158百万円

Ｈ３４ 88,076百万円

Ｈ３５ 88,445百万円

Ｈ３６ 92,897百万円

Ｈ３７ 97,642百万円

Ｈ３８ 95,521百万円

Ｈ３９ 97,030百万円

Ｈ４０ 105,328百万円

Ｈ４１ 65,516百万円

　（注1）上記記載の債務引受限度額については、限度額に残余が生じた場合は、繰り越しを

　　　認めるものとする。

特定更新等工事に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額



 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、記名押印の上、各々１通を保

有する。 

 

平成２７年 ３月２４日 

 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 

理 事 長         勢 山     直 

 

 

 

 

 

中日本高速道路株式会社    

代表取締役社長       宮 池  克 人 
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